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(57)【要約】
本開示は電子機器及び電子機器によって実行される方法
に関する。本開示による電子機器は処理回路を含み、当
該処理回路は、トリガイベントに基づいて、一つ又は複
数のハンドオーバーグループのそれぞれの装置メンバー
リストと、ターゲットリレー装置の情報とを含むグルー
プベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成するよ
うに配置されている。本開示による電子機器及び電子機
器によって実行される方法を使用することで、シグナリ
ングオーバヘッドを低減するとともに、シグナリング衝
突の確率を下げることができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理回路を含む電子機器であって、
　当該処理回路は、トリガイベントに基づいて、一つ又は複数のハンドオーバーグループ
のそれぞれの装置メンバーリストと、ターゲットリレー装置の情報とを含むグループベー
スのリレーハンドオーバーコマンドを生成するように配置されている電子機器。
【請求項２】
　前記電子機器は、無線通信システムにおけるソースリレー装置とし、且つ、
　前記電子機器は、各ハンドオーバーグループの装置メンバーリストにおけるリモート装
置に前記グループベースのリレーハンドオーバーコマンドを送信するように配置されてい
る送受信回路さらに含む請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記処理回路は、さらに、各ハンドオーバーグループのグループヘッダ装置を確定るよ
うに配置されており、且つ前記送受信回路は、さらに、各ハンドオーバーグループの装置
メンバーリストにおけるリモート装置に前記グループヘッダ装置の情報を送信するように
配置されている請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記送受信回路は、さらに、前記電子機器によってサービスされる一つ又は複数のリモ
ート装置から、前記リモート装置がハンドオーバーしたい所望のリレー装置の情報を受信
するように配置されており、且つ、前記処理回路は、さらに、各リモート装置の所望のリ
レー装置の情報に基づいて各ハンドオーバーグループのターゲットリレー装置を確定する
ように配置されている請求項２に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記処理回路は、さらに、各リモート装置の所望のリレー装置の情報に基づいて、前記
一つ又は複数のリモート装置を前記一つ又は複数のハンドオーバーグループにグループ化
するように配置されている請求項４に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記送受信回路は、さらに、前記一つ又は複数のリモート装置のそれぞれに所望のリレ
ー装置要求情報を送信するように配置されている請求項４に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記所望のリレー装置要求情報には、前記リモート装置が所望のリレー装置を測定する
時間-周波数リソース情報を認識するための測定配置情報を含む請求項６に記載の電子機
器。
【請求項８】
　前記処理回路は、さらに、前記リモート装置のバッテリ電力情報に応じて前記測定配置
情報を確定するように配置されている請求項７に記載の電子機器。
【請求項９】
　前記処理回路は、さらに、リレー再選択測定を行うことで各ハンドオーバーグループの
ターゲットリレー装置を確定するように配置されている請求項２に記載の電子機器。
【請求項１０】
　前記送受信回路は、さらに、前記電子機器が位置しているハンドオーバーグループのタ
ーゲットリレー装置に、前記電子機器が位置しているハンドオーバーグループの装置メン
バーリストにおける装置の情報を含む接続確立要求情報を送信するように配置されている
請求項２に記載の電子機器。
【請求項１１】
　前記送受信回路は、さらに、前記グループベースのリレーハンドオーバーコマンドと前
記接続確立要求情報とを合併してブロードキャスト送信するように配置されている請求項
１０に記載の電子機器。
【請求項１２】
　前記送受信回路は、さらに、前記電子機器が位置しているハンドオーバーグループのタ
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ーゲットリレー装置からの、前記電子機器の前記ターゲットリレー装置へのアクセスを許
可することを示す接続確立応答情報を受信するように配置されている請求項２に記載の電
子機器。
【請求項１３】
　前記処理回路は、さらに、タイマーを起動し、且つ前記タイマーが満了する前に前記電
子機器が位置しているハンドオーバーグループのターゲットリレー装置からの接続確立応
答情報を受信しなかった場合にリレー再選択操作を実行するように配置されている請求項
２に記載の電子機器。
【請求項１４】
　前記トリガーイベントは、前記電子機器とそれによってサービスされる一つ又は複数の
リモート装置との間のリンク品質が第１の閾値よりも小さいこと、前記電子機器とネット
ワーク側装置との間のリンク品質が第２の閾値よりも小さいこと、及び前記電子機器がそ
れによってサービスされる一つ又は複数のリモート装置がリレーハンドオーバーを実行す
る必要があることを示し、または電子機器にリレーサービスを提供する必要があることを
示す上位層シグナリングを受信したことのうち一つ又は複数を含む請求項２に記載の電子
機器。
【請求項１５】
　前記電子機器は無線通信システムにおけるターゲットリレー装置とし、且つ、
　前記電子機器は、各ハンドオーバーグループの装置メンバーリストにおけるリモート装
置にサービスするソースリレー装置に、前記グループベースのリレーハンドオーバーコマ
ンドを送信するように配置されている送受信回路をさらに含む請求項１に記載の電子機器
。
【請求項１６】
　前記処理回路は、さらに、各ハンドオーバーグループのグループヘッダ装置を確定し、
且つ各ハンドオーバーグループの装置メンバーリストにおけるリモート装置にサービスす
るソースリレー装置に、前記グループヘッダ装置の情報を送信するように配置されている
請求項１５に記載の電子機器。
【請求項１７】
　前記送受信回路は、さらに、各ハンドオーバーグループのグループヘッダ装置から、前
記ハンドオーバーグループの装置メンバーリストにおける装置の情報を含む接続確立要求
情報を受信し、前記電子機器へのアクセスを許可する装置の情報を含む接続確立応答情報
を送信するように配置されている請求項１６に記載の電子機器。
【請求項１８】
　前記トリガーイベントは、前記電子機器が、一つ又は複数のリモート装置を前記電子機
器にハンドオーバーする必要があることを示す上位層シグナリングを受信したことを含む
請求項１５に記載の電子機器。
【請求項１９】
　電子機器であって、
　前記電子機器が位置しているハンドオーバーグループの装置メンバーリストと、ターゲ
ットリレー装置の情報とを含むグループベースのリレーハンドオーバーコマンドを受信す
るように配置されている送受信回路を含む電子機器。
【請求項２０】
　前記送受信回路は、さらに、前記電子機器が位置しているハンドオーバーグループのグ
ループヘッダ装置の情報を受信するように配置されている請求項１９に記載の電子機器。
【請求項２１】
　前記電子機器は無線通信システムにおけるリモート装置とし、前記送受信回路は、さら
に、前記リモート装置にサービスするソースリレー装置に、グループベースのリレーハン
ドオーバー要求情報を送信するように配置されている請求項１９に記載の電子機器。
【請求項２２】
　前記グループベースのリレーハンドオーバー要求情報は、前記電子機器がハンドオーバ
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ーしたいリレー装置の情報を含む請求項２１に記載の電子機器。
【請求項２３】
　前記送受信回路は、さらに、前記電子機器が位置しているハンドオーバーグループのタ
ーゲットリレー装置に、前記電子機器が位置しているハンドオーバーグループの装置メン
バーリストにおける装置の情報を含む接続確立要求情報を送信するように配置されている
請求項１９に記載の電子機器。
【請求項２４】
　前記送受信回路は、さらに、前記電子機器が位置しているハンドオーバーグループのタ
ーゲットリレー装置からの、前記電子機器の前記ターゲットリレー装置へのアクセスを許
可することを示す接続確立応答情報を受信するように配置されている請求項１９に記載の
電子機器。
【請求項２５】
　前記電子機器は、タイマーを起動し、且つ前記タイマーが満了する前に前記電子機器が
位置しているハンドオーバーグループのターゲットリレー装置からの接続確立応答情報を
受信しなかった場合にリレー再選択操作を実行するように配置されている処理回路をさら
に含む請求項１９に記載の電子機器。
【請求項２６】
　電子機器であって、ソースリレー装置又はリモート装置から、前記ソースリレー装置又
はリモート装置が位置しているハンドオーバーグループのメンバー装置リストにおける装
置の情報を含む接続確立要求情報を受信するように配置されている送受信回路を含んでお
り、前記メンバー装置リストにおける装置は前記電子機器にハンドオーバーされることを
所望する電子機器。
【請求項２７】
　前記送受信回路は、さらに、前記電子機器へのアクセスを許可する装置の情報を含む接
続確立応答情報をブロードキャスト送信するように配置されている請求項２６に記載の電
子機器。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１７年４月２８日に中国専利局に提出した、出願番号が２０１７１０２９
６４９６.５であって、発明の名称が「電子機器、及び電子機器によって実行される方法
」である中国特許出願の優先権を主張し、本願で、その全ての内容を援用するものとする
。本発明の実施例は、全体として、無線通信分野に関し、具体的に、電子機器、及び電子
機器によって実行される方法に関する。より具体的に、本発明の実施例は、無線通信シス
テムにおけるリレー装置とリモート装置、及び無線通信システムにおけるリレー装置によ
って実行される方法と無線通信システムにおけるリモート装置によって実行される方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＦｅＤ２Ｄ(Ｆｕｒｔｈｅｒ　ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｔｏ　Ｄｅｖｉｃｅ)
通信システムにおいて、リモートユーザー(ｒｅｍｏｔｅ　ＵＥ)は、リレーユーザー(ｒ
ｅｌａｙ　ＵＥ)を介してネットワーク側装置(例えば、基地局であり、ｅＮＢ(進化型ノ
ードＢ)を含むがこれに限定されない)と通信することができる。具体的に、リモートユー
ザーとリレーユーザーとはサイドリンク(ｓｉｄｅｌｉｎｋ)や、例えば、ブルートゥース
、Ｗｉｆｉ(Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ)などの非３ＧＰＰ(３ｒｄ　Ｇｅｎｅ
ｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ、第３世代移動体通信システム
の標準化プロジェクト)リンクを介して通信し、リレーユーザーとネットワーク側装置と
は、伝統のセルラーリンクを介して通信してもよい。
【０００３】
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このようなネットワーク構造において、リモートユーザーとリレーユーザーとの間のサイ
ドリンクや、リレーユーザーとネットワーク側装置との間のセルラーリンクのリンク品質
がある程度まで低下した場合、リモートユーザーはリレーハンドオーバープロセスを実行
し、即ち、リレーユーザーは、もはや、リモートユーザーに対してリレーサービスを実行
せず、リレーユーザーはリモートユーザーに変更し、他のリレーユーザーを介してネット
ワーク側装置との通信を実行するかもしれない。従来の方法では、リモートユーザーや、
リレーユーザーはハンドオーバープロセスを独立して実行する必要があり、ターゲットハ
ンドオーバー装置への接続確立要求の送信、及び接続確立応答の受信などのフローを含み
、これにより、大きいシグナリングオーバーを招く。また、同一のターゲットハンドオー
バー装置は、短時間で異なる装置からの複数の接続確立要求を受信し、シグナリングの衝
突を招く可能性がある。
【０００４】
　従って、シグナリングオーバーヘッドを節約するとともに、シグナリング衝突の確率を
下げるために、改善されたリレーハンドオーバー方案を提供することが必要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この部分は、本開示の概要を提供するものであり、その全範囲又はその全ての特徴の包
括的な開示ではない。
【０００６】
　本開示は、シグナリングオーバーヘッドを低減するとともに、シグナリング衝突の確率
を下げるために、グループベースのリレーハンドオーバー方案を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示の一局面によれば、処理回路を含む電子機器を提供し、当該処理回路は、トリガ
イベントに基づいて、一つ又は複数のハンドオーバーグループのそれぞれの装置メンバー
リストと、ターゲットリレー装置の情報とを含むグループベースのリレーハンドオーバー
コマンドを生成するように配置されている。
【０００８】
　本開示の他の一局面によれば、電子機器を提供し、前記電子機器が位置しているハンド
オーバーグループの装置メンバーリストと、ターゲットリレー装置の情報とを含むグルー
プベースのリレーハンドオーバーコマンドを受信するように配置されている送受信回路を
含む。
【０００９】
　本開示の他の一局面によれば、電子機器を提供し、ソースリレー装置又はリモート装置
から、前記ソースリレー装置又はリモート装置が位置しているハンドオーバーグループの
メンバー装置リストにおける装置の情報を含む接続確立要求情報を受信するように配置さ
れている送受信回路を含んでおり、前記メンバー装置リストにおける装置は前記電子機器
にハンドオーバーされることを所望する。
【００１０】
　本開示の他の一局面によれば、無線通信方法を提供し、トリガイベントに基づいて、一
つ又は複数のハンドオーバーグループのそれぞれの装置メンバーリストと、ターゲットリ
レー装置の情報とを含むグループベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成すること
を含む。
【００１１】
　本開示の他の一局面によれば、電子機器によって実行される無線通信方法を含み、前記
電子機器が位置しているハンドオーバーグループの装置メンバーリストと、ターゲットリ
レー装置の情報とを含むグループベースのリレーハンドオーバーコマンドを受信すること
を含む。
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【００１２】
　本開示の他の一局面によれば、電子機器によって実行される無線通信方法を提供し、ソ
ースリレー装置又はリモート装置から、前記ソースリレー装置又はリモート装置が位置し
ているハンドオーバーグループのメンバー装置リストにおける装置の情報を含む接続確立
要求情報を受信することを含んでおり、前記メンバー装置リストにおける装置は前記電子
機器にハンドオーバーされることを所望する。
【００１３】
　本開示による電子機器、及び電子機器によって実行される無線通信方法を使用し、電子
機器は、ハンドオーバーグループの装置メンバーリストとターゲットリレー装置の情報と
を含むグループベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成することができるようにす
る。このようにすれば、ハンドオーバーグループごとに装置をグループ化し、同一のハン
ドオーバーグループにおける装置は全体としてリレーハンドオーバーの実行プロセスを実
行することで、シグナリングオーバーヘッドを低減するとともに、シグナリング衝突の確
率を下げることができる。
【００１４】
　適用性のさらなる領域は、本明細書で提供される説明から明らかになるであろう。この
要約における記述および特定の例は、説明のためだけに意図されており、本開示の範囲を
限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　本明細書で記述される図面は、選択された実施形態の例示目的のためのみであり、全て
の可能な実施形態ではなく、本開示の範囲を限定することを意図するものではない。図面
では、
【図１】本開示の適用シーンの模式図を示す。
【図２】本開示の実施例による、電子機器の構造ブロック図を示す。
【図３】本開示の他の一実施例による、電子機器の構造のブロック図を示す。
【図４】本開示の実施例による、グループベースのリレーハンドオーバーのフロー模式図
を示す。
【図５】本開示の実施例による、ハンドオーバーグループをグループ化するシグナリング
フローチャートを示す。
【図６】本開示の実施例による、ハンドオーバーグループをグループ化するシグナリング
フローチャートを示す。
【図７】本開示の実施例による、ハンドオーバーグループをグループ化するシグナリング
フローチャートを示す。
【図８】図８是示出本開示の実施例による、ハンドオーバーグループをグループ化するシ
グナリングフローチャートを示す。
【図９】本開示の実施例による、ハンドオーバーグループをグループ化するシグナリング
フローチャートを示す。
【図１０】本開示の実施例による、ターゲットリレー装置を確定するシグナリングフロー
チャートを示す。
【図１１】本開示の実施例による、ターゲットリレー装置を確定するシグナリングフロー
チャートを示す。
【図１２】本開示の実施例による、ターゲットリレー装置を確定するシグナリングフロー
チャートを示す。
【図１３】本開示の実施例による、ターゲットリレー装置を確定するシグナリングフロー
チャートを示す。
【図１４】本開示の実施例による、ターゲットリレー装置を確定するシグナリングフロー
チャートを示す。
【図１５】本開示の実施例による、ターゲットリレー装置を確定するシグナリングフロー
チャートを示す。
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【図１６】本開示の実施例による、ターゲットリレー装置を確定するシグナリングフロー
チャートを示す。
【図１７】本開示の実施例による、リモート装置に測定配置を配置するシグナリングフロ
ーチャートを示す。
【図１８】本開示の実施例による、リモート装置に測定配置を配置するシグナリングフロ
ーチャートを示す。
【図１９】本開示の実施例による、ターゲットリレー装置によりグループベースのリレー
ハンドオーバーコマンドを生成するシグナリングフローチャートを示す。
【図２０】図本開示の実施例による、ハンドオーバー実行プロセスを実行するシグナリン
グフローチャートを示す。
【図２１】本開示の実施例による、ハンドオーバー実行プロセスを実行するシグナリング
フローチャートを示す。
【図２２】本開示の実施例による、ハンドオーバー実行プロセスを実行するシグナリング
フローチャートを示す。
【図２３】本開示の実施例による、ハンドオーバー実行プロセスを実行するシグナリング
フローチャートを示す。
【図２４】本開示の他の一実施例による、グループベースのリレーハンドオーバーのシグ
ナリングフローチャートを示す。
【図２５】本開示の他の一実施例による、電子機器の構造のブロック図を示す。
【図２６】本開示の他の一実施例による、電子機器の構造のブロック図を示す。
【図２７】本開示の他の一実施例による、電子機器の構造のブロック図を示す。
【図２８】本開示の他の一実施例による、電子機器の構造のブロック図を示す。
【図２９】本開示の実施例による、電子機器によって実行される方法のフローチャートを
示す。
【図３０】本開示の他の一実施例による、電子機器によって実行される方法のフローチャ
ートを示す。
【図３１】本開示の他の一実施例による、電子機器によって実行される方法のフローチャ
ートを示す。
【図３２】進化型ノードＢ(ｅＮＢ)の概略的な構成の第１の例のブロック図を示す。
【図３３】ｅＮＢの概略的な構成の第２の例のブロック図を示す。
【図３４】スマートフォンの概略的な構成の例示的ブロック図を示す。
【図３５】カーナビゲーション装置の概略的な構成の例示的ブロック図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本開示は容易に様々な修正及び置換形式に供するが、その特定の実施例は既に例として
図面に示され、ここで詳細に記述する。しかしながら、ここで特定の実施例に対する記述
は本開示を開示される具体的な形式に限定するものではなく、逆に、本開示の目的は本開
示の精神と範囲に入る全ての修正、等価、置換をカバーすることであることが理解される
。それに、幾つかの図面にわたって、相応する符号が相応する部品を指す。
【００１７】
　ここで、図面を参照して本開示の例をより十分に記述する。以下の記述は実際に例示的
なものであり、本開示、応用又は用途を限定するものではない。
【００１８】
　本開示を詳しくするために、例示実施例を提供し、そして、当業者にその範囲を十分に
伝える。多くの特定の細部、例えば、特定の部品、装置及び方法の例を述べて、本開示の
実施例の詳しい理解を提供する。当業者にとって、特定の細部を使用する必要がなく、例
示実施例は多い異なる形態にて実施され、それらはいずれも本開示の範囲を限定すると理
解されるべきではない明らかであろう。幾つかの例示実施例において、よく知られるプロ
セス、よく知られる構成及びよく知られる技術を詳細に記述しない。
【００１９】
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　図１は本開示の適用シーン図である。図１に示すように、ｅＮＢのカバー範囲内に複数
のＵＥ(Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、ユーザ機器)が存在している。なお、ＵＥ１和Ｕ
Ｅ２はリレー装置としてもよく、ＵＥ３-ＵＥ７はリモート装置としてもよく、且つＵＥ
３とＵＥ４とはＵＥ１を介してｅＮＢとの通信を実行し、ＵＥ５-ＵＥ７はＵＥ２を介し
てｅＮＢとの通信を実行する。ここで示すＵＥ３-ＵＥ７はともにｅＮＢのカバー範囲内
に位置していることに留意されたいが、ＵＥ３-ＵＥ７のうちの一つ又は複数のユーザー
はｅＮＢのカバー範囲以外に位置しても、ＵＥ１又はＵＥ２を介してｅＮＢとの通信を実
行することもできる。また、図１において、移動端末によりＵＥ１-ＵＥ７が示されてい
るが、ＵＥ１-ＵＥ７は移動端末に限定されず、車載装置や、ＭＴＣ(Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｔ
ｙｐｅ　Ｃｏｍｍｕｂｉｃａｔｉｏｎ、マシン型通信)装置などとして実現されてもよい
。特に、リモート装置としてのＵＥ３-ＵＥ７はウェアラブル装置として実現されてもよ
い。
【００２０】
　以上のように、リモートユーザーとリレーユーザーとの間のサイドリンクや、リレーユ
ーザーとネットワーク側装置との間のセルラーリンクのリンク品質がある程度まで低下し
た場合に、リモートユーザーはリレーハンドオーバープロセスを実行し、リレーユーザー
は他のリレーユーザーを介してネットワーク側装置との通信を実行する必要があるかもし
れない。例えば、ＵＥ３とＵＥ１との間のサイドリンクのリンク品質がある程度まで低下
した場合、ＵＥ３は他のリレー装置にハンドオーバしてｅＮＢとの通信を実行する必要が
あり得、ｅＮＢとＵＥ１との間のセルラーリンクのリンク品質がある程度まで低下した場
合に、ＵＥ３とＵＥ４とは他のリレー装置にハンドオーバーしてｅＮＢとの通信を実行す
る必要があり得、ＵＥ１はリモート装置として他のリレー装置を介してｅＮＢとの通信を
実行する必要があり得る。また、リレーユーザーは上位層からのシグナリングを受信する
可能性があり、当該上位層のシグナリングは、それによってサービスされる一つ又は複数
のリモートユーザーがリレーハンドオーバープロセスを実行する必要があること、又はリ
レーユーザーがリモートユーザーに変更する必要があることを示す。また、リレーユーザ
ーは、上位層からのシグナリングを受信する可能性もあり、当該上位層のシグナリングは
、一つ又は複数の他のリレーユーザーによってサービスされるリモートユーザーを、本リ
レーユーザーにハンドオーバーする必要があることを示す。
【００２１】
　本開示は、リレーユーザーがリモートユーザーへのサービスの提供を停止するシーンに
対して、シグナリングオーバーヘッドを低減するとともに、并且シグナリング衝突の確率
を下げるために、グループベースのリレーハンドオーバー方案を提案する。
【００２２】
　図２は、本開示の実施例による、電子機器２００の構造のブロック図を示す。
【００２３】
　図２に示すように、電子機器２００は処理回路２１０を含むことができる。なお、電子
機器２００は一つの処理回路２１０を含んでもよいし、複数の処理回路２１０を含んでも
よい。さらに、処理回路２１０は、別々の機能ユニットを含んで各種の異なる機能及び/
又は操作を実行することができる。なお、これらの機能ユニットは、物理エンティティ又
は論理エンティティであってもよく、そして、異なる呼称のユニットは同一の物理エンテ
ィティにより実現され得る。
【００２４】
　本開示の実施例によれば、処理回路２１０は、トリガイベントに基づいて、一つ又は複
数のハンドオーバーグループのそれぞれの装置メンバーリストと、ターゲットリレー装置
の情報とを含むグループベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成することができる
。
【００２５】
　つまり、処理回路２１０は、グループベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成す
ることができ、コマンドには一つ又は複数のハンドオーバーグループのそれぞれに関する
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情報を含み、当該ハンドオーバーグループの装置メンバーリスト、及び当該ハンドオーバ
ーグループのターゲットリレー装置の情報を含む。ここで、当該ハンドオーバーグループ
の装置メンバーリストは、例えば、当該ハンドオーバーグループにおける全ての装置の識
別子情報を含んでもよく、ターゲットリレー装置の情報は、例えば、当該ターゲットリレ
ー装置の識別子情報を含んでもよい。
【００２６】
　本開示の実施例によれば、各ハンドオーバーグループの装置メンバーリストにおける全
てのメンバー装置は、いずれも、当該ハンドオーバーグループのターゲットリレー装置に
ハンドオーバーすることを所望する。従って、本開示の実施例において、ハンドオーバー
グループごとに装置をグループ化し、同一のハンドオーバーグループにおける装置は全体
としてリレーハンドオーバーの実行プロセスを実行してもよく、これにより、シグナリン
グオーバーヘッドを低減するとともに、シグナリング衝突の確率を下げるようになる。
【００２７】
　図３に、本開示の他の一実施例による、電子機器２００の構造のブロック図であるを示
す。図３に示すように、電子機器２００は、情報を送受信するための送受信回路２２０を
さらに含むことができる。
【００２８】
　本開示の実施例によれば、電子機器２００は、無線通信システムにおけるソースリレー
装置とすることができ、即ち、グループベースのリレーハンドオーバーコマンドのハンド
オーバーグループの装置メンバーリストにおけるリモート装置はいずれも電子機器２００
を介してネットワーク側装置との通信を実行する。代わりに、装置メンバーリストには、
電子機器２００そのものをさらに含む可能性がある。この実施例において、送受信回路２
２０は各ハンドオーバーグループの装置メンバーリストにおけるリモート装置に当該グル
ープベースのリレーハンドオーバーコマンドを送信してもよい。
【００２９】
　本開示の実施例によれば、電子機器２００は、さらに、無線通信システムにおけるター
ゲットリレー装置としてもよく、即ち、グループベースのリレーハンドオーバーコマンド
のハンドオーバーグループの装置メンバーリストにおける装置はいずれも電子機器２００
にハンドオーバーすることを所望する。つまり、グループベースのリレーハンドオーバー
コマンドにおけるハンドオーバーグループのターゲットリレー装置はいずれも電子機器２
００である。この実施例において、送受信回路２２０は、各ハンドオーバーグループの装
置メンバーリストにおけるリモート装置にサービスするソースリレー装置に当該グループ
ベースのリレーハンドオーバーコマンドを送信してもよい。
【００３０】
　図４に本開示の実施例による、グループベースのリレーハンドオーバーのフロー模式図
を示す。図４において、リモートＵＥは、元々ソースリレーＵＥを介してネットワーク側
装置との通信を行い、あるトリガーイベントに基づいて、リモートＵＥはターゲットリレ
ーＵＥにハンドオーバーする必要があり、これにより、ターゲットリレーＵＥを介してネ
ットワーク側装置との通信を行う。図４に示すように、ステップＳ４０１において、グル
ープベースのリレーハンドオーバープロセスがトリガーされ、即ち、１つ又は複数のトリ
ガーエンティテはトリガーイベントを検出した。ソースリレーＵＥによりグループベース
のリレーハンドオーバーコマンドを生成する場合に、ステップＳ４０２において、ソース
リレーＵＥは、グループベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成し、そして、ステ
ップＳ４０３において、ソースリレーＵＥはグループベースのリレーハンドオーバーコマ
ンドにおける装置メンバーリストに含まれるリモートＵＥに当該グループベースのリレー
ハンドオーバーコマンドを送信する。ターゲットリレーＵＥによりグループベースのリレ
ーハンドオーバーコマンドを生成する場合に、ステップＳ４０２において、ターゲットリ
レーＵＥによりグループベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成し、そして、ステ
ップＳ４０３において、ターゲットリレーＵＥは、グループベースのリレーハンドオーバ
ーコマンドの装置メンバーリストにおけるリモートＵＥにサービスするソースリレーＵＥ
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に、当該グループベースのリレーハンドオーバーコマンドを送信し、且つソースリレーＵ
Ｅは、当該コマンドを、相応するリモートＵＥに転送する。次に、ステップＳ４０４にお
いて、ハンドオーバー実行ステップを行う。
【００３１】
　以下、本開示の実施例による、電子機器２００について詳細に記述する。
<１.ハンドオーバートリガー>
【００３２】
　本開示の実施例によれば、処理回路２１０は、トリガイベントに基づいて、グループベ
ースのリレーハンドオーバーコマンドを生成することができる。ここで、トリガーイベン
トは、１つ又は複数のトリガーエンティティによって検出された、グループベースのリレ
ーハンドオーバーフローをトリガーするイベントを含む。つまり、１つ又は複数のトリガ
ーエンティティがトリガーイベントを検出した場合に、グループベースのリレーハンドオ
ーバーフローをトリガーする。本開示の実施例によれば、トリガーイベントを検出したト
リガーエンティティは、リモート装置、ソースリレー装置、ターゲットリレー装置であっ
てもよい。
<１.１トリガーエンティティがリモートＵＥである>
【００３３】
　本開示の実施例によれば、電子機器２００がソースリレー装置を示す場合に、トリガー
エンティティは電子機器２００によってサービスされるリモート装置であってもよく、即
ち、トリガーエンティティとしてのリモート装置は電子機器２００を介してネットワーク
側装置との通信を実行する。
【００３４】
　本開示の実施例によれば、トリガーイベントは、リモート装置と電子機器２００との間
のリンク品質が第１の閾値よりも小さいことを含んでもよい。
【００３５】
　本開示において、リンク品質は、ＳＩＲ(Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎ
ｃｅ　Ｒａｔｉｏ、信号対混信比)、ＳＩＮＲ(Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅ
ｎｃｅ　ｐｌｕｓ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ、信号対干渉電力と雑音比)又はＳＮＲ(Ｓｉ
ｇｎａｌ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ)の一つ又は複数に応じて示され、本開示はこれに限
定されない。
【００３６】
　本開示の実施例によれば、リモート装置は、それと電子機器２００との間のリンク品質
を周期的又は事象的に測定し、リンク品質を第１の閾値と比較することができる。ここで
の第１の閾値は、リレー装置はリレー装置がリモート装置にリレーサービスを提供できる
リンク品質の閾値を示す。つまり、リモート装置と電子機器２００の間のリンク品質が当
該閾値よりも小さい場合に、電子機器２００は電子装置２００は、もはや、リモート装置
にリレーサービスを提供するのに適しない。
【００３７】
　本開示の実施例によれば、トリガーイベントは、さらに、リモート装置と電子機器２０
０との間のリンク品質が第１の閾値よりも小さいことであるが、リモート装置と他のリレ
ー装置との間のリンク品質が第１の閾値よりも大きいことを含んでもよい。つまり、リモ
ート装置は、それと他のリレー装置との間のリンク品質を周期的又は事象的に測定しても
よい。電子機器２００はリモート装置にリレーサービスを提供するのに適せず、他のリレ
ー装置はリモート装置にリレーサービスを提供するのに適する場合に、リモート装置はグ
ループベースのリレーハンドオーバーフローをトリガーする。
【００３８】
　また、本開示の実施例によれば、同じ時刻又は同じ時間帯に複数のリモート装置によっ
てトリガーイベントが検出される可能性がある。これらのリモート装置は同一のリレー装
置を介してネットワーク側装置との通信を実行すると、当該リレー装置は、リモート装置
によって検出されたトリガーイベントに基づいてグループベースのリレーハンドオーバー
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コマンドを生成する。
<１.２トリガーエンティティがソースリレーＵＥである>
【００３９】
　本開示の実施例によれば、電子機器２００がソースリレー装置を示す場合に、トリガー
エンティティは電子機器２００であってもよい。
【００４０】
　本開示の実施例によれば、トリガーイベントは、電子機器２００とネットワーク側装置
との間のリンク品質が第２の閾値よりも小さいことを含んでもよい。
【００４１】
　本開示の実施例によれば、リレー装置は、それとネットワーク側装置との間のリンク品
質を周期的又は事象的に測定し、リンク品質を第２の閾値と比較することができる。ここ
での第２の閾値は、リレー装置がリレーサービスを提供できるリンク品質の閾値を示す。
つまり、リレー装置とネットワーク側装置との間のリンク品質が当該閾値よりも小さい場
合に、リレー装置は、もはやリレーサービスを提供するのに適しない。この場合、電子機
器２００は、グループベースのリレーハンドオーバーフローをトリガーして、それにサー
ビスされるリモート装置を他のリレー装置にハンドオーバすることが可能となる。
【００４２】
　本開示の実施例によれば、トリガーイベントは、さらに、電子機器２００とネットワー
ク側装置との間のリンク品質が第３の閾値よりも小さいことを含んでもよく、なお、第３
の閾値は第２の閾値よりも小さい。
【００４３】
　本開示の実施例によれば、リレー装置は、それとネットワーク側装置との間のリンク品
質を周期的又は事象的に測定し、リンク品質を第３の閾値と比較することができる。ここ
での第３の閾値は、リレー装置がネットワーク側装置と正常に通信可能であるリンク品質
の閾値を示す。つまり、リレー装置とネットワーク側装置との間のリンク品質が当該閾値
よりも小さい場合に、リレー装置は、もはやリレーサービスを提供するのに適せず、且つ
、リレー装置は、リモート装置に変更する必要があり、これにより、他のリレー装置を介
してネットワーク側装置との通信を実行する。この場合、電子機器２００はグループベー
スのリレーハンドオーバーフローをトリガーして、それにサービスされるリモート装置を
他のリレー装置にハンドオーバするとともに、電子機器２００を他のリレー装置のリモー
ト装置に変更してもよい。
【００４４】
　本開示の実施例によれば、トリガーイベントは、さらに、電子機器２００が、電子機器
２００によってサービスされる１つ又は複数のリモート装置がリレーハンドオーバを実行
する必要があるおよび/又は電子機器２００がリレーサービスを要することを示す上位層
シグナリングを受信したことを含んでもよい。
【００４５】
　本開示の実施例によれば、電子機器２００は上位層からのシグナリングを受信すること
ができ、例えば、ネットワーク側装置としてのｅＮＢなどは、電子機器２００によってサ
ービスされる一つ又は複数のリモート装置に対してリレーハンドオーバを実行する必要が
あることを通知する。この場合、電子機器２００はグループベースのリレーハンドオーバ
ーフローをトリガーして、上位層シグナリングで示されるリモート装置を他のリレー装置
にハンドオーバしてもよい。上位層シグナリングはさらに電子機器２００がリレーサービ
スを要すること示す場合に、即ち、リモート装置に変更した場合に、電子機器２００は、
グループベースのリレーハンドオーバーフローをトリガーして、電子機器２００に他のリ
レー装置を介してネットワーク側装置との通信を実行させてもよい。
【００４６】
　以上のように、ソースリレー装置が一つ又は複数のリモート装置に対するリレーサービ
スを停止する必要があることを示すトリガーイベントを検出した場合に、ソースリレー装
置は、グループベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成することができる。
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<１.３トリガーエンティティがターゲットリレーＵＥである>
【００４７】
　本開示の実施例によれば、電子機器２００がターゲットリレー装置を示す場合に、トリ
ガーエンティティは電子機器２００であってもよい。
【００４８】
　本開示の実施例によれば、トリガーイベントは、電子機器２００が一つ又は複数のリモ
ート装置を電子機器２００にハンドオーバする必要があることを示す上位層シグナリング
を受信したことを含んでもよい。
【００４９】
　本開示の実施例によれば、負荷分散などの動作を行う必要がある場合、電子機器２００
は、上位層からのシグナリングを受信する可能性があり、例えば、ネットワーク側装置と
してのｅＮＢなどは、電子機器２００に対して、元々他のリレー装置によってサービスさ
れる一つ又は複数のリモート装置を電子機器２００にハンドオーバするする必要があるこ
とを通知する。この場合、電子機器２００は、グループベースのリレーハンドオーバーフ
ローをトリガーして、これらのリモート装置を電子機器２００にハンドオーバすることが
できる。
【００５０】
　以上のように、ターゲットリレー装置は一つ又は複数のリモート装置を当該ターゲット
リレー装置にハンドオーバする必要があることを示すトリガーイベントを検出した場合に
、ターゲットリレー装置はグループベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成するこ
とができる。
【００５１】
　以上のように、本開示の実施例による、ハンドオーバトリガープロセスについて詳細に
紹介した。本開示の実施例によれば、トリガーイベントを検出したトリガーエンティティ
はリモート装置、ソースリレー装置、ターゲットリレー装置であってもよい。トリガーエ
ンティティがリモート装置とソースリレー装置である場合に、ソースリレー装置はグルー
プベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成することができ、トリガーエンティティ
がターゲットリレー装置である場合に、ターゲットリレー装置はグループベースのリレー
ハンドオーバーコマンドを生成することができる。
<２.グループベースのリレーハンドオーバーコマンドの生成・送信>
【００５２】
　以上のように、グループベースのリレーハンドオーバーコマンドはソースリレー装置と
ターゲットリレー装置により生成されることができる。以下、この二つの場合に基づいて
それぞれコマンドの生成・送信プロセスについて紹介する。
【００５３】
　また、本開示の実施例によれば、グループベースのリレーハンドオーバーコマンドは一
つ又は複数のハンドオーバーグループのそれぞれの装置メンバーリストと、ターゲットリ
レー装置の情報とを含んでもよい。従って、グループベースのリレーハンドオーバーコマ
ンドを生成する前に、ハンドオーバーグループの装置メンバーリスト、及びハンドオーバ
ーグループのターゲットリレー装置を確定する必要がある。
<２.１.ソースリレーＵＥによるグループベースのリレーハンドオーバーコマンドの生成>
【００５４】
　本開示の実施例によれば、電子機器２００がソースリレー装置とする場合に、電子機器
２００の送受信回路２２０は、各ハンドオーバーグループの装置メンバーリストにおける
リモート装置に当該グループベースのリレーハンドオーバーコマンドを送信することがで
きる。好ましくは、電子機器２００の送受信回路２２０はグループベースのリレーハンド
オーバーコマンドをブロードキャスト送信してもよい。
【００５５】
　本開示の実施例によれば、電子機器２００がソースリレー装置とする場合に、電子機器
２００によりハンドオーバーグループをグループ化し、各ハンドオーバーグループのター
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ゲットリレー装置を確定し、グループベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成して
もよく、電子機器２００と通信するネットワーク側装置(例えば、ｅＮＢ)によりハンドオ
ーバーグループをグループ化し、各ハンドオーバーグループのターゲットリレー装置を確
定し、そして、電子機器２００によりグループベースのリレーハンドオーバーコマンドを
生成してもよい。
<２.１.１.ハンドオーバーグループのグループ化>
【００５６】
　本開示の実施例によれば、送受信回路２２０は、電子機器２００によってサービスされ
る一つ又は複数のリモート装置から所望のリレー装置の情報を受信することができる。本
開示の実施例によれば、所望のリレー装置の情報は、所望のリレー装置の識別子情報を含
んでもよい。また、一つのリモート装置の所望のリレー装置は一つ又は複数のリレー装置
を含んでもよい。
【００５７】
　本開示の実施例によれば、この一つ又は複数のリモート装置はトリガーイベントを検出
したリモート装置であってもよく、所望のリレー装置は、リモート装置がハンドオーバし
たいリレー装置を示す。つまり、一つ又は複数のリモート装置がトリガーイベントを検出
した場合に、この一つ又は複数のリモート装置のそれぞれは、いずれもそれにサービスを
提供するリレー装置、即ち、電子機器２００に、所望のリレー装置の情報を報告すること
ができる。
【００５８】
　本開示の実施例によれば、処理回路２１０は、受信した所望のリレー装置の情報に基づ
いて一つ又は複数のリモート装置を一つ又は複数のハンドオーバーグループにグループ化
するように配置されてもよい。
【００５９】
　本開示の実施例によれば、処理回路２１０は、同じ所望のリレー装置を有するリモート
装置を同一のハンドオーバーグループにグループ化することができる。ここで、リモート
装置は一つの所望のリレー装置を送信する可能性があり、複数の所望のリレー装置を電子
機器２００に送信する可能性もある。ここで、複数のリモート装置の複数の所望のリレー
装置にいずれも同じ所望のリレー装置を含めば、処理回路２１０は、複数のリモート装置
を同じグループにグループ化することができる。例えば、リモート装置ＵＥ１は所望のリ
レー装置Ａ、Ｂを有し、リモート装置ＵＥ２は所望のリレー装置Ａ、Ｃを有し、リモート
装置ＵＥ３は所望のリレー装置Ａ、Ｄを有すると、処理回路２１０は、リモート装置ＵＥ
１-ＵＥ３を同一のハンドオーバーグループにグループ化することができ、それらは同じ
所望のリレー装置Ａを有するからである。また、例えば、リモート装置ＵＥ４は所望のリ
レー装置Ｅを有し、リモート装置ＵＥ５は所望のリレー装置Ｅ、Ｆを有し、リモート装置
ＵＥ６は所望のリレー装置Ｆを有すると、処理回路２１０はリモート装置ＵＥ４、ＵＥ５
を一つのハンドオーバーグループにグループ化し、リモート装置ＵＥ６を一つのハンドオ
ーバーグループにグループ化することができ、リモート装置ＵＥ４を一つのハンドオーバ
ーグループにグループ化し、リモート装置ＵＥ５、ＵＥ６を一つのハンドオーバーグルー
プにグループ化することもできる。
【００６０】
　本開示の実施例によれば、処理回路２１０は、グループ化されたハンドオーバーグルー
プのすべてをグループベースのリレーハンドオーバーコマンドに含まれるハンドオーバー
グループとすることができる。即ち、処理回路２１０は、グループ化されたハンドオーバ
ーグループに応じてグループベースのリレーハンドオーバーコマンドに含まれる各ハンド
オーバーグループの装置メンバーリストを確定してもよい。例えば、処理回路２１０は、
リモート装置によって報告された所望のリレー装置の情報に応じて、リモート装置ＵＥ１
-ＵＥ３を含むハンドオーバーグループＧ１と、リモート装置ＵＥ４とＵＥ５とを含むハ
ンドオーバーグループＧ２との二つのハンドオーバーグループグループ化する。生成され
たグループベースのハンドオーバーコマンドはハンドオーバーグループＧ１の装置メンバ
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ーリストＵＥ１-ＵＥ３とターゲットリレー装置の情報、及びハンドオーバーグループＧ
２の装置メンバーリストＵＥ４、ＵＥ５とターゲットリレー装置の情報を含む。
【００６１】
　図５は、本開示の実施例による、ハンドオーバーグループをグループ化するシグナリン
グフローチャートを示す。図５に示すように、リモートＵＥ１及びリモートＵＥ２の両方
はソースリレーＵＥを介してネットワーク側装置との通信を実行する。ここでのソースリ
レーＵＥは前記の電子機器２００により実現されてもよい。ステップＳ５０１において、
リモートＵＥ１とリモートＵＥ２とはそれぞれトリガーイベントを検出した。次に、ステ
ップＳ５０２において、リモートＵＥ１とリモートＵＥ２とはそれぞれソースリレーＵＥ
に所望のリレー装置の情報を報告する。次に、ステップＳ５０３において、ソースリレー
ＵＥは、リモートＵＥ１とリモートＵＥ２の所望のリレー装置の情報に応じてリモートＵ
Ｅ１とリモートＵＥ２とをハンドオーバーグループにグループ化する。ここで、図５にお
いて、ソースリレーＵＥが二つのリモートＵＥにリレーサービスを提供する場合のみを示
した。ソースリレーＵＥは、より多いリモートＵＥにサービスすることができることは、
言うまでもない。
【００６２】
　本開示の上記実施例によれば、トリガーイベントを検出したトリガーエンティティはリ
モート装置であり、且つ、ソースリレー装置は、同じ時点又は時間帯で複数のリモート装
置によって報告された所望のリレー装置の情報を受信する可能性があり、これにより、ハ
ンドオーバーグループをグループ化する。このようにすれば、リレーハンドオーバプロセ
スを行う必要がある複数のリモート装置はハンドオーバーグループにグループ化されるこ
とで、ハンドオーバーグループにおける装置は、協調して幾つかの動作を実行し、シグナ
リングオーバーヘッドを削減するとともに、シグナリング衝突の確率を下げることができ
る。
【００６３】
　本開示の実施例によれば、送受信回路２２０は、受信した所望のリレー装置の情報をネ
ットワーク側装置に転送し、ネットワーク側装置によりリモート装置の所望のリレー装置
の情報に応じて一つ又は複数のリモート装置を一つ又は複数のハンドオーバーグループに
グループ化することができる。続いて、送受信回路２２０は、さらに、ネットワーク側装
置からグループ化されたハンドオーバーグループの情報を受信し、ネットワーク側装置か
ら受信したハンドオーバーグループの情報に応じてグループベースのリレーハンドオーバ
ーコマンドに含まれる各ハンドオーバーグループの装置メンバーリストを確定してもよい
。
【００６４】
　図６は、本開示の実施例による、ハンドオーバーグループをグループ化するシグナリン
グフローチャートを示す。図６に示すように、リモートＵＥ１及びリモートＵＥ２の両方
は、ソースリレーＵＥを介してｅＮＢとの通信を実行する。ここでのソースリレーＵＥは
前記の電子機器２００により実現されてもよい。ステップＳ６０１において、リモートＵ
Ｅ１とリモートＵＥ２とはそれぞれトリガーイベントを検出した。続いて、ステップＳ６
０２において、リモートＵＥ１とリモートＵＥ２とはそれぞれソースリレーＵＥを介して
ｅＮＢに所望のリレー装置の情報を報告する。続いて、ステップＳ６０３において、ｅＮ
Ｂは、リモートＵＥ１とリモートＵＥ２の所望のリレー装置の情報に応じてリモートＵＥ
１とリモートＵＥ２とをハンドオーバーグループにグループ化する。続いて、ステップＳ
６０４において、ｅＮＢは、ソースリレーＵＥに、グループ化されたハンドオーバーグル
ープの情報を送信する。ここで、図６において、ソースリレーＵＥが二つのリモートＵＥ
にリレーサービスを提供する場合のみを示した。ソースリレーＵＥは、より多いリモート
ＵＥにサービスすることができることは、言うまでもない。
【００６５】
　図６に示す実施例は図５と類似し、トリガーイベントを検出したトリガーエンティティ
はリモート装置であり、ハンドオーバーグループをグループ化するエンティティがネット
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ワーク側装置であるという点で図５の実施形態と異なる。同様に、リレーハンドオーバプ
ロセスを行う必要がある複数のリモート装置はハンドオーバーグループにグループ化され
ることにより、ハンドオーバーグループにおける装置は協調して幾つかの動作を行うこと
ができ、シグナリングオーバーヘッドを削減するとともに、シグナリング衝突の確率を下
げることができる。
【００６６】
　本開示の実施例によれば、送受信回路２２０は、さらに、一つ又は複数のリモート装置
のそれぞれに所望のリレー装置要求情報を送信するように配置されてもよい。さらに、送
受信回路２２０は、各リモート装置から、所望のリレー装置要求情報に応答して送信され
た所望のリレー装置の情報を受信してもよい。
【００６７】
　ここで、送受信回路２２０はリレーハンドオーバーを行う必要があるリモート装置に所
望のリレー装置要求情報を送信してもよい。電子機器２００はトリガーイベントの違いに
よってどのリモート装置がリレーハンドオーバーを実行する必要があるリモート装置であ
るかを確定することができる。
【００６８】
　本開示の実施例によれば、トリガーイベントを検出したトリガーエンティティは電子機
器２００であってもよい。
【００６９】
　本開示の実施例によれば、リレーハンドオーバーを行う必要があるリモート装置は電子
機器２００によってサービスされる全てのリモート装置であってもよい。例えば、トリガ
ーイベントは、電子機器２００とネットワーク側装置との間のリンク品質が第２の閾値又
は第３の閾値よりも小さいことである場合に、電子機器２００は、それによってサービス
される全てのリモート装置に所望のリレー装置要求情報を送信して、全てのリモート装置
の所望のリレー装置を要求してもよい。
【００７０】
　本開示の実施例によれば、トリガーイベントは電子機器２００とネットワーク側装置と
の間のリンク品質が第３の閾値よりも小さい場合に、処理回路２１０は、さらに、電子機
器２００がハンドオーバしたい所望のリレー装置を確定してもよい。ここで、電子機器２
００とネットワーク側装置との間のリンク品質が第３の閾値よりも小さい場合に、電子機
器２００はリモート装置に変更することで他のリレー装置を介してネットワーク側装置と
の通信を実行する必要がある。同様に、電子機器２００の所望のリレー装置は一つ又は複
数のリレー装置を含んでもよい。さらに、処理回路２１０は、電子機器２００の所望のリ
レー装置、及び受信したリモート装置の所望のリレー装置に応じて、電子機器２００、及
び電子機器２００によってサービスされる全てのリモート装置を一つ又は複数のハンドオ
ーバーグループにグループ化してもよい。本開示の実施例によれば、処理回路２１０は、
同じ所望のリレー装置を有するリモート装置や電子機器２００を同一のハンドオーバーグ
ループにグループ化してもよい。例えば、ハンドオーバーグループＧ２におけるリモート
装置は同じ所望のリレー装置ＵＥ１を有し、電子機器２００の所望のリレー装置はＵＥ１
も含むため、電子機器２００をハンドオーバーグループＧ２にグループ化することができ
る。このようなグループ化方法は、以上のようなリモート装置をグループ化する方法と類
似するので、ここで重複しない。また、ハンドオーバーグループの装置メンバーリストに
電子機器２００を含む場合に、電子機器２００は、生成されたグループベースのリレーハ
ンドオーバーコマンドを保存してもよい。
【００７１】
　本開示の実施例によれば、リレーハンドオーバーを実行する必要があるリモート装置は
電子機器２００によってサービスされるリモート装置の一部であってもよい。例えば、ト
リガーイベントは電子機器２００がそれによってサービスされる一つ又は複数のリモート
装置がリレーハンドオーバーを実行する必要があることを示す上位層シグナリングを受信
したことである場合に、電子機器２００は、上位層シグナリングで指示されたこの一つ又
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は複数のリモート装置に所望のリレー装置要求情報を送信し、この一つ又は複数のリモー
ト装置をハンドオーバーグループにグループ化してもよい。また、トリガーイベントは電
子機器２００が電子機器２００がリレーサービスを要することを示す上位層シグナリング
を受信したことである場合に、電子機器２００は、電子機器２００もハンドオーバーグル
ープにグループ化してもよい。
【００７２】
　図７は、本開示の実施例による、ハンドオーバーグループをグループ化するシグナリン
グフローチャートを示す。図７に示すように、リモートＵＥ１及びリモートＵＥ２の両方
はソースリレーＵＥを介してネットワーク側装置との通信を実行する。ここでのソースリ
レーＵＥは、前記の電子機器２００により実現されてもよい。ステップＳ７０１において
、ソースリレーＵＥはトリガーイベントを検出した。続いて、ステップＳ７０２において
、ソースリレーＵＥは、リレーハンドオーバーを行う必要があるリモートＵＥに所望のリ
レー装置要求情報を送信する。ソースリレーＵＥはリモートＵＥ１とリモートＵＥ２との
所望のリレー装置要求情報を送信したと仮定する。続いて、ステップＳ７０３において、
リモートＵＥ１とリモートＵＥ２は、それぞれソースリレーＵＥに所望のリレー装置の情
報を報告する。続いて、ステップＳ７０４において、ソースリレーＵＥは、リモートＵＥ
１とリモートＵＥ２の所望のリレー装置の情報に応じてリモートＵＥ１とリモートＵＥ２
とをハンドオーバーグループにグループ化する。代わりに、ソースリレーＵＥは、さらに
、リモートＵＥ１とリモートＵＥ２との所望のリレー装置の情報、及びソースリレーＵＥ
の所望のリレー装置の情報に応じて、リモートＵＥ１、リモートＵＥ２、及びソースリレ
ーＵＥをハンドオーバーグループにグループ化してもよい。
【００７３】
　以上のように、リモート装置又はソースリレー装置によりイベントをトリガーした後、
ソースリレー装置としての電子機器２００や、電子機器２００にサービスを提供するネッ
トワーク側装置により、複数のリモートＵＥによって報告された所望のリレー装置に応じ
て、ハンドオーバーグループをグループ化するので、動的グループ化と見なすことができ
る。このような実施形態において、グループ化のプロセスにおいて、リレーハンドオーバ
ーを実行する必要があるリモート装置を使用し、代わりに、リレーサービスを要するソー
スリレー装置の所望のリレー装置の情報をさらに含むので、グループ化は正確となる。
【００７４】
　本開示の実施例によれば、さらに、所望のリレー装置とは無関係の情報に応じてハンド
オーバーグループの情報を確定してもよく、このプロセスは、リモート装置やソースリレ
ー装置によりトリガーイベントを検出する前に発生してもよいし、リモート装置やソース
リレー装置によりトリガーイベントを検出した後に発生してもよい。これは半静的グルー
プ化と呼ばれる。
【００７５】
　本開示の実施例によれば、ハンドオーバーグループは、リレー装置としての電子機器２
００により確定してもよいし、ネットワーク側装置(例えば、ｅＮＢ)により確定してもよ
い。
【００７６】
　本開示の実施例によれば、リレー装置としての電子機器２００の処理回路は電子機器２
００と、電子機器２００にサービスされる複数のリモート装置とを一つ又は複数のハンド
オーバーグループにグループ化することができ、送受信回路２２０は、各ハンドオーバー
グループの情報をハンドオーバーグループにおける全てのリモート装置に送信することが
できる。
【００７７】
　本開示の実施例によれば、処理回路２１０は、各リモート装置の位置情報、電子機器２
００の位置情報、各リモート装置と電子機器２００とのリンク品質情報、各リモート装置
と当該リモート装置の所望のリレー装置との間のリンク品質情報、及び各リモート装置と
電子機器２００との接続状態情報のうちの少なくとも一つに基づいてハンドオーバーグル
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ープをグループ化することができる
【００７８】
　本開示の実施例によれば、リモート装置は、周期的又は非周期的に電子機器２００に位
置情報を報告することができる。さらに、リモート装置は、周期的又は非周期的に電子機
器２００にリモート装置と電子機器２００とのリンク品質情報、及びリモート装置とその
所望のリレー装置との間のリンク品質情報を報告してもよい。電子機器２００は、上記情
報を受信した場合に、上記情報、及び各リモート装置と電子機器２００との間の接続状態
情報のうちの少なくとも一つに応じて電子機器２００とリモート装置とをハンドオーバー
グループにグループ化してもよい。
【００７９】
　また、送受信回路２２０は、電子機器２００によってサービスされるリモート装置にそ
れぞれ当該リモート装置が位置しているハンドオーバーグループの情報を送信してもよい
。ハンドオーバーグループの情報には、ハンドオーバーグループにおける全ての装置の情
報を含んでもよい。好ましくは、ハンドオーバーグループの情報はハンドオーバーグルー
プにおける全ての装置の識別子情報を含んでもよい。さらに、処理回路２１０は、電子機
器２００が位置しているハンドオーバーグループの情報を保存してもよい。
【００８０】
　以上のように、本開示の実施例によれば、各リレー装置は、それにサービスされるリモ
ート装置とリレー装置とをハンドオーバーグループにグループ化することができる。この
ようにすれば、リレー装置は、類似ハンドオーバ要求を有する可能性があるリモート装置
と、リレー装置とを、同一のハンドオーバーグループにグループ化することができ、ハン
ドオーバーグループにおける全ての装置を全体としてリレーハンドオーバープロセスを実
行し、よって、シグナリングオーバーヘッドを削減するとともに、シグナリング衝突の確
率を下げることができる。
【００８１】
　図８に、本開示の実施例による、ハンドオーバーグループをグループ化するシグナリン
グフローチャートを示す。図８に示すように、リモートＵＥ１及びリモートＵＥ２の両方
はリレーＵＥを介してネットワーク側装置との通信を実行する。ここでのリレーＵＥは電
子機器２００により実現されてもよい。ステップＳ８０１において、リレーＵＥはそのサ
ービス範囲内の全てのリモートＵＥ、及びリレーＵＥをグループ化する。ステップＳ８０
２において、リレーＵＥは全てのリモートＵＥにハンドオーバーグループの情報を送信す
る。さらに、リレーＵＥは、それが位置しているハンドオーバーグループの情報を保存し
てもよい。
【００８２】
　本開示の実施例によれば、ハンドオーバーグループはネットワーク側装置により確定さ
れてもよく、即ち、電子機器２００の送受信回路２２０は、ネットワーク側装置から、電
子機器２００が位置しているハンドオーバーグループの情報、及び電子機器２００によっ
てサービスされるリモート装置が位置しているハンドオーバーグループの情報を受信して
もよく、且つ処理回路２１０は電子機器２００が位置しているハンドオーバーグループの
情報を保存してもよい。また、送受信回路２２０は、さらに、電子機器２００によってサ
ービスされるリモート装置にそれぞれ当該リモート装置が位置しているハンドオーバーグ
ループの情報を送信してもよい。
【００８３】
　ここで、ネットワーク側装置は、電子機器２００的位置情報、電子機器２００によって
サービスされるリモート装置の位置情報、電子機器２００とネットワーク側装置との間の
リンク品質情報、及び電子機器２００によってサービスされるリモート装置とネットワー
ク側装置との間のリンク品質情報のうちの少なくとも一つに基づいて、ハンドオーバーグ
ループの情報を確定してもよい。
【００８４】
　図９に、本開示の実施例による、ハンドオーバーグループをグループ化するシグナリン
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グフローチャートを示す。如図９に示すように、リモートＵＥ１及びリモートＵＥ２の両
方はリレーＵＥを介してｅＮＢとの通信を実行する。ここでのリレーＵＥは電子機器２０
０により実現されてもよい。ステップＳ９０１において、ｅＮＢは、そのサービス範囲内
の全てのリモートＵＥ及びリレーＵＥをグループ化する。ステップＳ９０２において、ｅ
ＮＢは、ハンドオーバーグループの情報をそのサービス範囲内のリレーＵＥに送信する。
ステップＳ９０３において、リレーＵＥは、それにサービスされる全てのリモートＵＥに
ハンドオーバーグループの情報を送信する。さらに、リレーＵＥは、それが位置している
ハンドオーバーグループの情報を保存してもよい。
【００８５】
　以上のように、半静的グループ化の実施形態において、全てのリモート装置は所望のリ
レー装置の情報を報告する必要はないので、シグナリングオーバーヘッドが小さい。この
ような半静的グループ化のプロセスは、グループベースのリレーハンドオーバーとは独立
して実行されることに留意されたい。つまり、半静的グループ化のプロセスはグループベ
ースのリレーハンドオーバーのプロセスの前に発生してもよいし、グループベースのリレ
ーハンドオーバーの間に発生してもよい。また、半静的グループ化のプロセスは、周期的
又は非周期的に実行されてもよい。
【００８６】
　以上で図５-９を参照して、ハンドオーバーグループをグループ化プロセスについて紹
介した。ソースリレー装置としての電子機器２００はハンドオーバーグループの情報を知
った後に、ハンドオーバーグループの情報を利用してグループベースのリレーハンドオー
バーコマンドを生成することができる。
<２.１.２.ターゲットリレー装置の確定>
【００８７】
　以上のように、本開示の実施例によれば、送受信回路２２０は、電子機器２００によっ
てサービスされる一つ又は複数のリモート装置から所望のリレー装置の情報を受信するこ
とができ、且つ処理回路２１０はリモート装置の所望のリレー装置の情報に基づいてハン
ドオーバーグループをグループ化することができる。また、処理回路２１０は、さらに、
リモート装置の所望のリレー装置の情報に基づいてハンドオーバーグループのターゲット
リレー装置を確定してもよい。
【００８８】
　本開示の実施例によれば、動的グループ化の場合には、ハンドオーバーグループのター
ゲットリレー装置は、当該ハンドオーバーグループにおける装置ハンドオーバグループの
うち装置が有する同じ所望のリレー装置であってもよい。
【００８９】
　図１０に、本開示の上記実施例による、ターゲットリレー装置を確定するシグナリング
フローチャートを示す。図１０に示すように、リモートＵＥ１及びリモートＵＥ２の両方
はソースリレーＵＥを介してネットワーク側装置との通信を実行する。ここでのソースリ
レーＵＥは前記の電子機器２００により実現されてもよい。ステップＳ１００１において
、リモートＵＥ１とリモートＵＥ２とはそれぞれトリガーイベントを検出した。続いて、
ステップＳ１００２において、リモートＵＥ１とリモートＵＥ２とはそれぞれソースリレ
ーＵＥに所望のリレー装置の情報を報告する。続いて、ステップＳ１００３において、ソ
ースリレーＵＥは、リモートＵＥ１とリモートＵＥ２との所望のリレー装置の情報に応じ
てリモートＵＥ１とリモートＵＥ２とをハンドオーバーグループにグループ化し、各ハン
ドオーバーグループのターゲットリレー装置を確定する。ここで、図１０において、ソー
スリレーＵＥが二つのリモートＵＥにリレーサービスを提供する場合のみを示した。ソー
スリレーＵＥがより多いリモートＵＥにサービスすることができることは、言うまでもな
い。
【００９０】
　以上のように、電子機器２００の送受信回路２２０は、リモート装置によって報告され
た所望のリレー装置の情報をネットワーク側装置に転送して、ネットワーク側装置により
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リモート装置の所望のリレー装置の情報に基づいてハンドオーバーグループをグループ化
してもよい。また、ネットワーク側装置は、リモート装置の所望のリレー装置の情報に基
づいてハンドオーバーグループのターゲットリレー装置を確定してもよい。
【００９１】
　つまり、送受信回路２２０はネットワーク側装置から、ハンドオーバーグループに含ま
れる装置、及び各ハンドオーバーグループのターゲットリレー装置の情報を含むハンドオ
ーバーグループの情報を受信してもよい。
【００９２】
　図１１に、本開示の上記実施例による、ターゲットリレー装置を確定するシグナリング
フローチャートを示す。図１１に示すように、リモートＵＥ１及びリモートＵＥ２の両方
はソースリレーＵＥを介してｅＮＢとの通信を実行する。ここでのソースリレーＵＥは前
記の電子機器２００により実現されてもよい。ステップＳ１１０１において、リモートＵ
Ｅ１とリモートＵＥ２とはそれぞれトリガーイベントを検出した。続いて、ステップＳ１
１０２において、リモートＵＥ１とリモートＵＥ２とはそれぞれソースリレーＵＥを介し
てｅＮＢに所望のリレー装置の情報を報告する。続いて、ステップＳ１１０３において、
ｅＮＢはリモートＵＥ１とリモートＵＥ２のターゲットハンドオーバー装置の情報に応じ
てリモートＵＥ１とリモートＵＥ２とをハンドオーバーグループにグループ化する。続い
て、ステップＳ１１０４において、ｅＮＢはソースリレーＵＥにハンドオーバーグループ
の情報を送信する。ここでのハンドオーバーグループの情報は、各ハンドオーバーグルー
プに含まれる装置、及び各ハンドオーバーグループのターゲットリレー装置の情報を含む
。ここで、図１１に、ソースリレーＵＥが二つのリモートＵＥにリレーサービスを提供す
る場合のみを示した。ソースリレーＵＥがより多いリモートＵＥにサービスすることもで
きる言うまでもない。
【００９３】
　以上のように、トリガーエンティティが電子機器２００である場合に、電子機器２００
の送受信回路２２０は、リレーハンドオーバーを実行する必要があるリモート装置に所望
のリレー装置要求情報を送信してもよい。
【００９４】
　図１２は本開示の上記実施例による、ターゲットリレー装置を確定するシグナリングフ
ローチャートを示す。図１２に示すように、リモートＵＥ１及びリモートＵＥ２の両方は
ソースリレーＵＥを介してネットワーク側装置との通信を実行する。ここでのソースリレ
ーＵＥは前記の電子機器２００により実現されてもよい。ステップＳ１２０１において、
ソースリレーＵＥはトリガーイベントを検出した。続いて、ステップＳ１２０２において
、ソースリレーＵＥはリレーハンドオーバーを行う必要があるリモートＵＥに所望のリレ
ー装置要求情報を送信してもよい。ソースリレーＵＥはリモートＵＥ１とリモートＵＥ２
とに所望のリレー装置要求情報を送信したと仮定する。続いて、ステップＳ１２０３にお
いて、リモートＵＥ１とリモートＵＥ２とはそれぞれソースリレーＵＥに所望のリレー装
置の情報を報告する。続いて、ステップＳ１２０４において、ソースリレーＵＥはリモー
トＵＥ１とリモートＵＥ２の所望のリレー装置の情報に応じてリモートＵＥ１とリモート
ＵＥ２とをハンドオーバーグループにグループ化し、ハンドオーバーグループのターゲッ
トリレー装置を確定する。代わりに、ソースリレーＵＥは、さらに、リモートＵＥ１とリ
モートＵＥ２との所望のリレー装置の情報、及びソースリレーＵＥの所望のリレー装置の
情報に応じて、リモートＵＥ１と、リモートＵＥ２と、ソースリレーＵＥとをハンドオー
バーグループにグループ化し、ハンドオーバーグループのターゲットリレー装置を確定し
てもよい。
【００９５】
　本開示の実施例によれば、電子機器２００は、ハンドオーバーグループ、及び各ハンド
オーバーグループのターゲットリレー装置を確定又は取得した後に、グループベースのリ
レーハンドオーバーコマンドを生成してもよい。グループベースのリレーハンドオーバー
コマンドに含まれるハンドオーバーグループはリレーハンドオーバープロセスを実行する
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必要があるハンドオーバーグループである。
【００９６】
　以上のような動的グループ化の実施例において、リレーハンドオーバープロセスを実行
する必要があるハンドオーバーグループは電子機器２００やｅＮＢによってグループ化さ
れたハンドオーバーグループである。従って、電子機器２００はグループ化されたハンド
オーバーグループをグループベースのリレーハンドオーバーコマンドに含まれるハンドオ
ーバーグループとすることにより、各ハンドオーバーグループの装置メンバーリストとタ
ーゲットリレー装置とを確定し、最終にコマンドを生成する。この場合、電子機器２００
はコマンドに含まれるハンドオーバーグループの装置メンバーリストにおけるリモート装
置にコマンドを送信し、実際に、電子機器２００は、所望のリレー装置情報を報告するリ
モート装置に、コマンドを送信する。
【００９７】
　以下、半静的グループ化の場合に、ターゲットリレー装置を確定するプロセスについて
詳細に記述する。
【００９８】
　本開示の実施例によれば、処理回路２１０は、リレー再選択測定を行うことでハンドオ
ーバーグループのターゲットリレー装置を確定することができる。本開示の実施例によれ
ば、電子機器２００はリモート装置にサービスを提供するので、電子機器２００はリモー
ト装置の情報を知っており、且つ電子機器２００は、地理的にリモート装置に近接してい
るので、リモート装置が位置しているハンドオーバーグループの代わりにターゲットリレ
ー装置を確定することができる。ここで、電子機器２００は、リレー再選択測定を行うこ
とで一つ又は複数の所望のリレー装置を確定し、一つ又は複数の所望のリレー装置の一つ
を、リモート装置が位置しているハンドオーバーグループのターゲットリレー装置として
確定してもよい。
【００９９】
　本開示の実施例によれば、トリガーエンティティがリモート装置である場合に、送受信
回路２２０は、リモート装置から、リモート装置がリレーハンドオーバー操作を行うのを
所望することを示すグループベースのリレーハンドオーバー要求情報を受信することがで
きる。さらに、処理回路２１０は、受信したグループベースのリレーハンドオーバー要求
情報に応答してリレー再選択測定を実行してもよい。
【０１００】
　図１３に、本開示の上記実施例による、ターゲットリレー装置を確定するシグナリング
フローチャートを示す。図１３に示すように、リモートＵＥ１とリモートＵＥ２とはソー
スリレーＵＥを介してネットワーク側装置との通信を実行する。ステップＳ１３０１にお
いて、ソースリレーＵＥはそのサービス範囲内の全てのリモートＵＥ、及びリレーＵＥを
グループ化する。ステップＳ１３０２において、ソースリレーＵＥは、全てのリモートＵ
Ｅにハンドオーバーグループの情報を送信する。さらに、ソースリレーＵＥは、さらに、
それが位置しているハンドオーバーグループの情報を保存してもよい。ステップＳ１３０
３において、リモートＵＥ２はトリガーイベントを検出した。ステップＳ１３０４におい
て、リモートＵＥ２はソースリレーＵＥにグループベースのリレーハンドオーバー要求情
報を送信する。ステップＳ１３０５において、ソースリレーＵＥはリレー再選択測定を行
うことでリモートＵＥ２が位置しているハンドオーバーグループのターゲットリレー装置
を確定する。ここで、ソースリレーＵＥにより半静的にハンドオーバーグループをグルー
プ化する場合のみを示したが、ｅＮＢにより半静的にハンドオーバーグループをグループ
化することは言うまでもない。また、図１３において、ハンドオーバーグループを半静的
にグループ化することがトリガープロセスの前に発生する場合のみを示したが、実際に、
半静的にハンドオーバーグループをグループ化するプロセスは、ハンドオーバートリガー
プロセスの後にグループベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成する前の任意な時
刻に発生してもよい。
【０１０１】
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　本開示の実施例によれば、電子機器２００は、ターゲットリレー装置を確定した後に、
グループベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成することができる。グループベー
スのリレーハンドオーバーコマンドに含まれるハンドオーバーグループはリレーハンドオ
ーバープロセスを実行する必要があるハンドオーバーグループである。以上のような実施
例において、リレーハンドオーバープロセスを実行する必要があるハンドオーバーグルー
プは、トリガーイベントを検出したリモート装置が位置しているハンドオーバーグループ
である。つまり、電子機器２００は、リモートＵＥ２が位置しているハンドオーバーグル
ープを、グループベースのリレーハンドオーバーコマンドに含まれるハンドオーバーグル
ープとする。このようにすれば、生成したコマンドには、リモートＵＥ２が位置している
ハンドオーバーグループの装置メンバーリストと、ターゲットリレー装置の情報とを含む
。続いて、電子機器２００は、リモートＵＥ２が位置しているハンドオーバーグループに
おける全てのリモート装置に、コマンドを送信してもよい。つまり、リモートＵＥ２が位
置しているハンドオーバーグループの他のリモート装置はトリガーイベントを検出しなか
ったが、グループベースのリレーハンドオーバーコマンドを受信し、グループベースのリ
レーハンドオーバーフローを実行する。
【０１０２】
　本開示の実施例によれば、トリガーエンティティがソースリレー装置である場合に、処
理回路２１０は、検出されたトリガーイベントに応答してリレー再選択測定を実行するこ
とができる。
【０１０３】
　図１４に、本開示の上記実施例による、ターゲットリレー装置を確定するシグナリング
フローチャートを示す。図１４に示すように、リモートＵＥ１とリモートＵＥ２とはソー
スリレーＵＥを介してネットワーク側装置との通信を実行する。ステップＳ１４０１にお
いて、ソースリレーＵＥは、そのサービス範囲内の全てのリモートＵＥ、及びリレーＵＥ
をグループ化する。ステップＳ１４０２において、ソースリレーＵＥは、全てのリモート
ＵＥに、ハンドオーバーグループの情報を送信する。さらに、ソースリレーＵＥは、さら
に、それが位置しているハンドオーバーグループの情報を保存してもよい。ステップＳ１
４０３において、ソースリレーＵＥはトリガーイベントを検出した。ステップＳ１４０４
において、ソースリレーＵＥはリレー再選択測定を行うことでリレーハンドオーバーを実
行する必要があるリモート装置が位置しているハンドオーバーグループのターゲットリレ
ー装置を確定する。同様に、図１４において、ソースリレーＵＥにより半静的にハンドオ
ーバーグループをグループ化する場合のみを示したが、ｅＮＢによりハンドオーバーグル
ープを半静的にグループ化することは言うまでもない。また、図１４に、ハンドオーバー
グループを半静的にグループ化することがハンドオーバートリガープロセスの前に発生す
る場合のみを示したが、実際に、半静的にハンドオーバーグループをグループ化するプロ
セスは、ハンドオーバートリガープロセスの後にグループベースのリレーハンドオーバー
コマンドを生成する前の任意な時刻で発生してもよい。
【０１０４】
　本開示の実施例によれば、電子機器２００は、ターゲットリレー装置を確定した後、グ
ループベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成することができる。グループベース
のリレーハンドオーバーコマンドに含まれるハンドオーバーグループは、リレーハンドオ
ーバープロセスを実行する必要があるハンドオーバーグループである。以上のような実施
例において、リレーハンドオーバープロセスを実行する必要があるハンドオーバーグルー
プは、リレーハンドオーバーを行う必要があるリモート装置(好ましく、ソースリレー装
置そのものをさらに含む)が位置しているハンドオーバーグループである。
【０１０５】
　以上のように、トリガーエンティティがソースリレー装置である場合に、ソースリレー
装置は、トリガーイベントの違いによって、リレーハンドオーバーを行う必要があるリモ
ート装置(選択可能に、ソースリレー装置そのものをさらに含む)を確定してもよい。具体
的に、トリガーイベントは電子機器２００とネットワーク側装置との間のリンク品質が第
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２の閾値よりも小さいことである場合に、リレーハンドオーバーを行う必要がある装置は
、電子機器２００によってサービスされる全てのリモート装置であり、トリガーイベント
は電子機器２００とネットワーク側装置との間のリンク品質が第３の閾値よりも小さいこ
とである場合に、リレーハンドオーバーを行う必要がある装置は、電子機器２００によっ
てサービスされる全てのリモート装置、及び電子機器２００そのものであり、トリガーイ
ベントは、電子機器２００がそれによってサービスされる一つ又は複数のリモート装置が
リレーハンドオーバーを実行する必要があることを示す、又は電子機器２００がリレーサ
ービスを要することを示す上位層シグナリングである場合に、リレーハンドオーバーを行
う必要がある装置は上位層シグナリングで示されるリモート装置(選択可能に、電子機器
２００そのものをさらに含む)。
【０１０６】
　以上のような実施例において、電子機器２００は、リレーハンドオーバーを行う必要が
あるリモート装置(選択可能に、ソースリレー装置そのものをさらに含む)が位置している
ハンドオーバーグループを、グループベースのリレーハンドオーバーコマンドに含まれる
ハンドオーバーグループとする。このようにすれば、生成したコマンドには、これらのハ
ンドオーバーグループの装置メンバーリストと、ターゲットリレー装置の情報とを含む。
続いて、電子機器２００は、これらのハンドオーバーグループにおける全てのリモート装
置に、コマンドを送信してもよい。電子機器２００そのものがリレーサービスを行う必要
もある場合に、電子機器２００は、さらに、当該コマンドを保存してもよい。
【０１０７】
　以上のように、電子機器２００は、リレー再選択測定を行うことで、リレーハンドオー
バーを実行する必要があるハンドオーバーグループのためにターゲットリレー装置を確定
することができる。このようにすれば、シグナリングオーバーヘッドおよび処理時間を節
約することができる。
【０１０８】
　本開示の実施例によれば、半静的グループ化の場合に、電子機器２００は、さらに、リ
モート装置によって報告される所望のリレー装置の情報に応じて、当該リモート装置が位
置しているハンドオーバーグループのターゲットリレー装置を確定してもよい。
【０１０９】
　本開示の実施例によれば、リモート装置がトリガーエンティティである場合に、電子機
器２００は、リモート装置から、当該リモート装置の所望のリレー装置の情報を含むグル
ープベースのリレーハンドオーバー要求情報を受信することができる。ここで、リモート
装置の所望のリレー装置の情報には、リモート装置の所望のリレー装置の識別子情報を含
んでもよく、且つ、リモート装置の所望のリレー装置は一つ又は複数の所望のリレー装置
を含んでもよい。この場合に、処理回路２１０は、リモート装置の一つを、当該リモート
装置が位置しているハンドオーバーグループのターゲットリレー装置として確定してもよ
い。
【０１１０】
　図１５は、本開示の上記実施例による、確定ターゲットリレー装置のシグナリングフロ
ーチャートを示す。図１５に示すように、リモートＵＥ１とリモートＵＥ２とはソースリ
レーＵＥを介してネットワーク側装置との通信を実行する。ステップＳ１５０１において
、ソースリレーＵＥは、そのサービス範囲内の全てのリモートＵＥ、及びリレーＵＥをグ
ループ化する。ステップＳ１５０２において、ソースリレーＵＥは、全てのリモートＵＥ
にハンドオーバーグループの情報を送信する。さらに、ソースリレーＵＥは、さらに、そ
れが位置しているハンドオーバーグループの情報を保存してもよい。ステップＳ１５０３
において、リモートＵＥ２はトリガーイベントを検出した。ステップＳ１５０４において
、リモートＵＥ２はソースリレーＵＥにグループベースのリレーハンドオーバー要求情報
を送信し、当該要求情報にはリモートＵＥ２の所望のリレー装置の情報を含む。ステップ
Ｓ１５０５において、ソースリレーは、リモートＵＥ２の一つの所望のリレー装置を、リ
モートＵＥ２が位置しているハンドオーバーグループのターゲットリレー装置として確定
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する。ここで、ソースリレーＵＥにより半静的にハンドオーバーグループをグループ化す
る場合のみを示したが、ｅＮＢにより半静的にハンドオーバーグループをグループ化する
ことは言うまでもない。また、図１５において、半静的にハンドオーバーグループをグル
ープ化することがハンドオーバートリガープロセスの前に発生した場合のみを示したが、
実際に、半静的にハンドオーバーグループをグループ化するプロセスは、ハンドオーバー
トリガープロセスの後にグループベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成する前の
任意な時刻に発生してもよい。
【０１１１】
　同様に、上記の実施例において、リレーハンドオーバープロセスを実行する必要がある
ハンドオーバーグループは、トリガーイベントを検出したリモート装置が位置しているハ
ンドオーバーグループである。つまり、電子機器２００は、リモートＵＥ２が位置してい
るハンドオーバーグループを、グループベースのリレーハンドオーバーコマンドに含まれ
るハンドオーバーグループとする。このようにすれば、生成したコマンドには、リモート
ＵＥ２が位置しているハンドオーバーグループの装置メンバーリストと、ターゲットリレ
ー装置の情報とを含む。続いて、電子機器２００は、リモートＵＥ２が位置しているハン
ドオーバーグループにおける全てのリモート装置に、コマンドを送信してもよい。つまり
、リモートＵＥ２が位置しているハンドオーバーグループの他のリモート装置は、トリガ
ーイベントを検出しなかったが、グループベースのリレーハンドオーバーコマンドを受信
し、グループベースのリレーハンドオーバーフローを実行する。
【０１１２】
　本開示の実施例によれば、トリガーエンティティがソースリレーＵＥとしての電子機器
２００である場合に、送受信回路２２０は、リレーハンドオーバーを実行する必要がある
リモート装置のうちの一つ又は複数に所望のリレー装置要求情報を送信することができる
。ここで、電子機器２００は、予めそれにサービスされるリモート装置のハンドオーバー
グループを知ったので、電子機器２００は、リレーハンドオーバーを実行する必要がある
リモート装置を確定したと、一定のルールに従って、どのリモート装置に所望のリレー装
置要求情報を送信するかを確定することができる。好ましくは、電子機器２００は、リレ
ーハンドオーバーを実行する必要がある各ハンドオーバーグループから、一つのリモート
装置を選択して所望のリレー装置要求情報を送信する。より好ましくは、選択されたリモ
ート装置は、高いバッテリー電力レベルや、良いリンク品質などを有することができる。
【０１１３】
　さらに、送受信回路２２０は、リモート装置から、所望のリレー装置要求情報に応答し
て送信された所望のリレー装置の情報を受信してもよい。続いて、処理回路２１０は、受
信した所望のリレー装置の情報に基づいて、リレーハンドオーバーを実行する必要がある
各ハンドオーバーグループのターゲットリレー装置を確定してもよい。具体的に、同一の
ハンドオーバーグループのうち一つのリモート装置のみが所望のリレー装置を報告した場
合に、処理回路２１０は、当該リモート装置の一つの所望のリレー装置をターゲットリレ
ー装置として確定してもよく、同一のハンドオーバーグループのうち複数のリモート装置
が所望のリレー装置を報告した場合に、処理回路２１０は、これらの複数のリモート装置
のうち可能な限り多くのリモート装置の所望のリレー装置に確定されたターゲットリレー
装置を含ませることができる。例えば、ハンドオーバーグループＧ１のうちリモートＵＥ
１とリモートＵＥ２は所望のリレー装置を報告し、リモートＵＥ１の所望のリレー装置は
Ｒ１、Ｒ２であり、リモートＵＥ２の所望のリレー装置はＲ１、Ｒ３であると、処理回路
２１０は、ハンドオーバーグループＧ１のターゲットリレー装置がＲ１であると確定する
ことができる。また、例えば、ハンドオーバーグループＧ２のうちリモートＵＥ２-ＵＥ
４は所望のリレー装置を報告し、リモートＵＥ２の所望のリレー装置はＲ４、Ｒ５であり
、リモートＵＥ３の所望のリレー装置はＲ４、Ｒ６であり、リモートＵＥ４の所望のリレ
ー装置はＲ７、Ｒ８であると、処理回路２１０は、ハンドオーバーグループＧ２のターゲ
ットリレー装置がＲ４であると確定することができる。
【０１１４】
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　図１６に、本開示の上記実施例による、ターゲットリレー装置を確定するシグナリング
フローチャートを示す。図１６に示すように、リモートＵＥ１とリモートＵＥ２とはソー
スリレーＵＥを介してネットワーク側装置との通信を実行する。ステップＳ１６０１にお
いて、ソースリレーＵＥは、そのサービス範囲内の全てのリモートＵＥ、及びリレーＵＥ
をグループ化する。ステップＳ１６０２において、ソースリレーＵＥは、全てのリモート
ＵＥにハンドオーバーグループの情報を送信する。さらに、ソースリレーＵＥは、さらに
、それが位置しているハンドオーバーグループの情報を保存してもよい。ステップＳ１６
０３において、ソースリレーＵＥはトリガーイベントを検出した。ステップＳ１６０４に
おいて、ソースリレーＵＥは、一部のリモートＵＥに所望のリレー装置要求情報を送信す
る。ステップＳ１６０５において、所望のリレー装置要求情報を受信したリモートＵＥ１
とリモートＵＥ２とは、ソースリレーＵＥに所望のリレー装置の情報を報告する。ステッ
プＳ１６０６において、ソースリレーはリレーハンドオーバーを実行する必要がある各ハ
ンドオーバーグループのターゲットリレー装置を確定する。ここで、ソースリレーＵＥに
より半静的にハンドオーバーグループをグループ化する場合のみを示したがｅＮＢにより
半静的にハンドオーバーグループをグループ化することは言うまでもない。また、図１６
において、半静的にハンドオーバーグループをグループ化することがハンドオーバートリ
ガープロセスの前に発生する場合のみを示したが、実際に、半静的にハンドオーバーグル
ープをグループ化するプロセスは、ハンドオーバートリガープロセスの後にグループベー
スのリレーハンドオーバーコマンドを生成する前の任意な時刻に発生してもよい。
【０１１５】
　同様に、電子機器２００は、ターゲットリレー装置を確定した後に、グループベースの
リレーハンドオーバーコマンドを生成することができる。グループベースのリレーハンド
オーバーコマンドに含まれるハンドオーバーグループは、リレーハンドオーバープロセス
を実行する必要があるハンドオーバーグループである。以上の実施例において、リレーハ
ンドオーバープロセスを実行する必要があるハンドオーバーグループはリレーハンドオー
バーを行う必要があるリモート装置(選択可能に、ソースリレー装置そのものをさらに含
む)が位置しているハンドオーバーグループ。電子機器２００は、リレーハンドオーバー
を行う必要があるリモート装置(選択可能に、ソースリレー装置そのものをさらに含む)が
位置しているハンドオーバーグループはグループベースのリレーハンドオーバーコマンド
に含まれるハンドオーバーグループとする。このようにすれば、生成したコマンドには、
ハンドオーバーグループの装置メンバーリストと、ターゲットリレー装置の情報を含む。
続いて、電子機器２００は、これらのハンドオーバーグループにおける全てのリモート装
置にコマンドを送信する。電子機器２００そのものがリレーサービスを実行する必要もあ
る場合に、電子機器２００は、さらに、当該コマンドを保存してもよい。
【０１１６】
　以上のように、電子機器２００は、リモート装置によって報告される所望のリレー装置
に応じてハンドオーバーグループのターゲットリレー装置を確定することができる。この
ようにすれば、確定したターゲットリレー装置は、より正確で、信頼性が高い。
【０１１７】
　以上のように、本開示の実施例によれば、ソースリレー装置としての電子機器２００は
各ハンドオーバーグループの装置メンバーリストとターゲットリレー装置の情報とを含む
グループベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成することができる。このようにす
れば、各ハンドオーバーグループは、協調してリレーハンドオーバーのフローを完成させ
、これにより、シグナリングオーバーヘッドを削減するとともに、シグナリング衝突のリ
スクを低減する。
<２.１.３.グループヘッダ装置の確定>
【０１１８】
　本開示の実施例によれば、処理回路２１０は、さらに、ハンドオーバーグループのグル
ープヘッダ装置を確定してもよい。また、グループヘッダ装置も、ネットワーク側装置に
より確定されてもよく、送受信回路２２０はネットワーク側装置から各ハンドオーバーグ
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ループ的グループヘッダ装置の情報を受信してもよい。具体的に、グループヘッダ装置の
情報には、グループヘッダ装置の識別子情報を含んでもよい。
【０１１９】
　本開示の実施例によれば、ハンドオーバーグループをグループ化する装置によりハンド
オーバーグループ的グループヘッダ装置を確定することができる。例えば、電子機器２０
０によりハンドオーバーグループをグループ化する場合に、電子機器２００によりグルー
プヘッダ装置を確定してもよく、ネットワーク側装置によりハンドオーバーグループをグ
ループ化する場合に、ネットワーク側装置によりグループヘッダ装置を確定してもよい。
【０１２０】
　本開示の実施例によれば、グループヘッダ装置はリレー装置であってもよいし、リモー
ト装置であってもよい。また、グループヘッダ装置の消費電力が大きいため、グループヘ
ッダー装置は周期的又は非周期的に変化してもよい。
【０１２１】
　好ましくは、電子機器２００そのものを含むハンドオーバーグループについては、電子
機器２００は全てのリモート装置の情報を知っているので、電子機器２００が電子機器２
００が位置しているハンドオーバーグループのグループヘッダ装置であると確定すること
ができる。電子機器２００を含まないハンドオーバーグループについては、ハンドオーバ
ーグループにおける全てのリモート装置の情報(例えば、バッテリ電力情報、地理位置情
報等)に応じて一つのリモート装置を当該ハンドオーバーグループのグループヘッダ装置
として確定してもよい。
【０１２２】
　本開示の実施例によれば、グループヘッダ装置の情報はグループベースのリレーハンド
オーバーコマンドに含まれてもよい。つまり、グループベースのリレーハンドオーバーコ
マンドには、各ハンドオーバーグループの装置メンバーリスト、ターゲットリレー装置の
情報、及びグループヘッダ装置の情報を含んでもよい。
【０１２３】
　また、半静的グループ化の実施形態では、グループヘッダ装置の情報はハンドオーバー
グループの情報に含まれてハンドオーバーグループにおける各リレー装置とリモート装置
とに送信されてもよい。
【０１２４】
　以上のように、本開示の実施例によれば、各ハンドオーバーグループのグループヘッダ
装置を確定してもよく、グループヘッダ装置はハンドオーバーグループの代表としてハン
ドオーバー実行プロセスを実行する。このようにすれば、シグナリングフローを単純化し
、シグナリングオーバーヘッドを大幅に削減することができる。
<２.１.４.測定配置>
【０１２５】
　本開示の実施例によれば、リモート装置は、それにサービスを提供するソースリレー装
置に所望のリレー装置の情報を報告することができる。本開示の実施例によれば、リレー
装置は、それにサービスされる各リモート装置の測定配置を確定し、それにサービスされ
る各リモート装置に、リモート装置が所望のリレー装置を測定する時間－周波数リソース
情報を認識するための測定配置情報を送信する。
【０１２６】
　本開示の実施例によれば、リレー装置は、所望のリレー装置を測定するための発見期間
全体を(時間リソースと周波数リソースとを含む)を複数のサブ周期に分割し、各サブ周期
は時間リソース情報と周波数リソース情報とを含み、その中、時間リソース情報は所望の
リレー装置の測定を行うサブフレームを示し、周波数リソース情報は所望のリレー装置測
定を行う周波数帯域を示す。続いて、リレー装置は、一定のルールに従って、リモート装
置ごとに、異なるサブ周期を割り当てることができる。このようにすれば、リモート装置
は、それに割り当てられた時間－周波数リソースを使用して所望のリレー装置を測定する
だけで、モニタリングを必要とするリソースを低減し、電力消費を低減することができる
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。
【０１２７】
　図１７に、本開示の実施例による、リモート装置に測定配置を配置するシグナリングフ
ローチャートを示す。図１７に示すように、リモートＵＥ１とリモートＵＥ２とはソース
リレーＵＥを介してネットワーク側装置との通信を実行する。ステップＳ１７０１におい
て、ソースリレーＵＥは、それにサービスされる各リモートＵＥの測定配置を確定する。
ステップＳ１７０２において、ソースリレーＵＥは、それぞれ、それにサービスされるリ
モートＵＥに測定配置情報を送信する。
【０１２８】
　本開示の実施例によれば、リレー装置は、周期的に、それにサービスされるリモート装
置のために測定装置を確定するとともに、周期的にそれにサービスされるリモート装置に
測定配置情報を送信することができる。また、リレー装置は、周期的に、それにサービス
されるリモート装置のために測定装置を確定し、リモート装置に送信された所望のリレー
装置要求情報に当該測定配置情報をキャリアする。
【０１２９】
　本開示の実施例によれば、リレー装置リレー装置は、それにサービスされるリモート装
置のバッテリ電力情報に基づいて、リモート装置の測定構成情報を確定することができる
。本開示の実施例によれば、リレー装置は、それにサービスされるリモート装置から、当
該リモート装置のバッテリ電力情報を受信することができる。本開示の実施例によれば、
リレー装置は、さらに、それにサービスされるリモート装置からバッテリ電力要求情報送
信してもよい。ここで、リモート装置へのバッテリ電力要求情報の受信、及びリモート装
置からのバッテリ電力情報の受信のプロセスは、周期的に行われてもよく、リレー装置は
、周期的に、各リモート装置の測定配置を確定できるようにする。
【０１３０】
　本開示の実施例によれば、リレー装置は、十分なバッテリ電力を有するリモート装置に
時間－周波数リソースが多いサブ周期を割り当てて、バッテリ電力が不十分なリモート装
置に、時間－周波数リソースが少ないサブ周期を割り当てることができる。
【０１３１】
　また、リレー装置は、さらに、リモート装置によって報告されたバッテリ電力情報によ
りグループヘッダ装置を確定してもよい。例えば、リレー装置によりグループヘッダ装置
を確定する場合に、リレー装置は、十分なバッテリー電力を有するリモート装置をグルー
プヘッダ装置として確定することができる。
【０１３２】
　さらに、以上のように、半静的にグループ化し、且つソースリレー装置がトリガーエン
ティティとする場合に、ソースリレー装置は、どの装置の所望のリレー装置に要求情報を
送信するかを確定することができる。例えば、ソースリレー装置は、各ハンドオーバーグ
ループから、十分なバッテリー電力を有するリモート装置を選択して当該リモート装置に
所望のリレー装置要求情報を送信してもよい。
【０１３３】
　図１８に、本開示の上記実施例による、リモート装置に測定配置を配置するシグナリン
グフローチャートを示す。図１８に示すように、リモートＵＥ１とリモートＵＥ２とは、
ソースリレーＵＥを介してネットワーク側装置との通信を実行する。ステップＳ１８０１
において、ソースリレーＵＥは、リモートＵＥ１とリモートＵＥ２とにバッテリ電力要求
情報を送信する。ステップＳ１８０２において、リモートＵＥ１とリモートＵＥ２とはソ
ースリレーＵＥにバッテリ電力情報を報告する。ステップＳ１８０３において、ソースリ
レーＵＥはそれにサービスされる各リモートＵＥの測定配置を確定してもよい。ステップ
Ｓ１８０４において、ソースリレーＵＥは、それぞれ、それにサービスされるリモートＵ
Ｅに測定配置情報を送信する。
【０１３４】
　以上のように、リレー装置は、そのカバー範囲内のリモート装置に測定配置情報を配置
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してもよい。このようにすれば、リモート装置は、所望のリレー装置を測定する場合に全
ての資源をモニタリングすることなく、それによって、電力消費を低減することができる
。
【０１３５】
　以上で、グループベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成するためのソースリレ
ー装置については、紹介に記述した。以下、グループベースのリレーハンドオーバーコマ
ンドを生成するためのターゲットリレー装置については、記述する。
<２.２.ターゲットリレーＵＥによるグループベースのリレーハンドオーバーコマンドの
生成>
【０１３６】
　本開示の実施例によれば、電子機器２００がターゲットリレー装置とする場合に、電子
機器２００の送受信回路２２０は、各ハンドオーバーグループの装置メンバーリストにお
けるリモート装置にサービスを提供するソースリレー装置に、当該グループベースのリレ
ーハンドオーバーコマンドを送信することができる。好ましくは、電子機器２００の送受
信回路２２０は、グループベースのリレーハンドオーバーコマンドをブロードキャスト送
信してもよい。
【０１３７】
　本開示の実施例によれば、電子機器２００がターゲットリレー装置とする場合に、電子
機器２００によりハンドオーバーグループをグループ化することができ、各ハンドオーバ
ーグループのターゲットリレー装置を確定しグループベースのリレーハンドオーバーコマ
ンドを生成する。
<２.２.１.ハンドオーバーグループのグループ化>
【０１３８】
　以上のように、電子機器２００がターゲットリレー装置とする場合に、トリガーイベン
トを検出したトリガーエンティティは電子機器２００であり、且つトリガーイベントは、
電子機器２００が一つ又は複数のリモート装置を電子機器２００にハンドオーバする必要
がある上位層シグナリングを受信したことを含む。
【０１３９】
　本開示の実施例によれば、これらの一つ又は複数のリモート装置はいずれも電子機器２
００にハンドオーバする必要があるので、電子機器２００は、これらのリモート装置を一
つのハンドオーバーグループにグループ化することができる。
【０１４０】
　本開示の実施例によれば、これらの一つ又は複数のリモート装置が異なるソースリレー
装置に属する場合に、電子機器２００は、リモート装置にサービスを提供するソースリレ
ー装置に応じて、リモート装置を複数のハンドオーバーグループにグループ化し、即ち、
同一のソースリレー装置に属するリモート装置を一つのハンドオーバーグループにグルー
プ化してもよい。
【０１４１】
　本開示の実施例によれば、電子機器２００によって生成されたグループベースのリレー
ハンドオーバーコマンドに含まれるハンドオーバーグループはリレーハンドオーバーを実
行する必要があるハンドオーバーグループである。電子機器２００はターゲットリレー装
置である場合に、電子機器２００によってグループ化されたハンドオーバーグループはい
ずれもリレーハンドオーバーを実行する必要があるハンドオーバーグループである。従っ
て、電子機器２００は、それにグループ化されたハンドオーバーグループを、コマンドに
含まれるハンドオーバーグループとして確定し、各ハンドオーバーグループの装置メンバ
ーリストを確定してもよい。
<２.２.２.ターゲットリレー装置の確定>
【０１４２】
　本開示の実施例によれば、電子機器２００がターゲットリレー装置とする場合に、リレ
ーハンドオーバを実行する必要がある全てのリモート装置は、いずれも、電子機器２００
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にハンドオーバする必要があるので、電子機器２００は、全てのハンドオーバーグループ
のターゲットリレー装置が電子機器２００であると確定してもよい。
【０１４３】
　以上のように、電子機器２００は、一つ又は複数のハンドオーバーグループを確定し、
各ハンドオーバーグループのターゲットリレー装置を確定することができる。続いて、電
子機器２００は、グループベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成してもよい。
【０１４４】
　本開示の実施例によれば、電子機器２００の送受信回路２２０は、ハンドオーバーグル
ープの装置メンバーリストに含まれるリモート装置にサービスされるソースリレー装置に
、当該グループベースのリレーハンドオーバーコマンドを送信でき、ソースリレー装置は
、当該コマンドを相応するリモート装置に転送するようにする。
【０１４５】
　図１９に、本開示の実施例による、由ターゲットリレー装置グループベースのリレーハ
ンドオーバーコマンドを生成するシグナリングフローチャートを示す。図１９に示すよう
に、ステップＳ１９０１において、ターゲットリレーＵＥはハンドオーバーイベントを検
出し、即ち、ターゲットリレーＵＥは、一つ又は複数のリモート装置をターゲットリレー
ＵＥにハンドオーバする必要があることを示す上位層シグナリングを受信し、これらの一
つ又は複数のリモート装置は、それぞれ、ソースリレーＵＥ１とソースリレーＵＥ２とに
属する。つまり、一部のリモート装置は、元々ソースリレーＵＥ１を介してネットワーク
側装置との通信を実行し、他の一部は元々リモート装置を介してソースリレーＵＥ２を介
してネットワーク側装置との通信を実行する。ステップＳ１９０２において、ターゲット
リレーＵＥはグループベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成する。ステップＳ１
９０３において、ターゲットリレーＵＥは、それぞれ、ソースリレーＵＥ１とソースリレ
ーＵＥ２とにグループベースのリレーハンドオーバーコマンドを送信する。
【０１４６】
　以上のように、本開示の実施例によれば、ターゲットリレー装置としての電子機器２０
０は、各ハンドオーバーグループの装置メンバーリストとターゲットリレー装置の情報と
を含むグループベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成することができる。このよ
うにすれば、各ハンドオーバーグループは協調してリレーハンドオーバーのフローを完成
させ、ことにより、シグナリングオーバーヘッドを削減するとともに、シグナリング衝突
のリスクを削減する。
<２.２.３.グループヘッダ装置の確定>
【０１４７】
　本開示の実施例によれば、処理回路２１０は、さらに、ハンドオーバーグループのグル
ープヘッダ装置を確定してもよい。具体的に、グループヘッダ装置の情報にはグループヘ
ッダ装置の識別子情報を含んでもよい。
【０１４８】
　本開示の実施例によれば、グループヘッダ装置は電力消費が大きいので、グループヘッ
ダ装置は、周期的に又は非周期的に変化してもよい。処理回路２１０は、ハンドオーバー
グループにおける全てのリモート装置の情報(例えば、電気量情報、地理的位置情報等)に
応じて、一つのリモート装置を当該ハンドオーバーグループのグループヘッダ装置として
確定してもよい。
【０１４９】
　本開示の実施例によれば、グループヘッダ装置の情報は、グループベースのリレーハン
ドオーバーコマンド含まれてもよい。つまり、グループベースのリレーハンドオーバーコ
マンドには、各ハンドオーバーグループの装置メンバーリスト、ターゲットリレー装置の
情報、及びグループヘッダ装置の情報を含んでもよい。
【０１５０】
　以上のように、本開示の実施例によれば、各ハンドオーバーグループのグループヘッダ
装置を確定することができ、グループヘッダ装置はハンドオーバーグループの代表として
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ハンドオーバー実行プロセスを実行する。このようにすれば、シグナリングフローを単純
化するとともに、シグナリングオーバーヘッドを大幅に削減することができる。
<３.ハンドオーバー実行>
【０１５１】
　本開示の実施例によれば、ソースリレー装置やターゲットリレー装置はグループベース
のリレーハンドオーバーコマンドを生成して送信した後に、ハンドオーバー実行プロセス
の実行を開始する。
【０１５２】
　本開示の実施例によれば、グループヘッダ装置は、ターゲットリレー装置に、グループ
ヘッダ装置が位置しているハンドオーバーグループの装置メンバーリストにおける全ての
装置の情報を含む接続確立要求情報を送信することができる。
【０１５３】
　本開示の実施例によれば、グループヘッダ装置は接続確立要求情報をブロードキャスト
送信することができる。
【０１５４】
　本開示の実施例によれば、グループヘッダ装置は、グループベースのリレーハンドオー
バーコマンドを受信又は生成することに応答して接続確立要求情報を送信することができ
る。
【０１５５】
　本開示の実施例によれば、ハンドオーバーグループにおける非グループヘッダ装置は、
第１のタイマーを起動し、第１のタイマーが満了する前にターゲットリレー装置からの接
続確立応答情報を受信しなかった場合に、リレー再選択操作を実行し、即ち、グループベ
ースのリレーハンドオーバー操作を中止し、自分で所望のリレー装置を測定し、従来のリ
レーハンドオーバ動作を実行することができ、所望のリレー装置に接続確立要求情報を送
信し、接続確立応答情報を受信することを含む。
【０１５６】
　本開示の実施例によれば、グループヘッダ装置は、接続確立要求情報を送信した後に第
２のタイマーを起動し、第２のタイマーが満了する前にターゲットリレー装置の接続確立
応答情報を受信しなかった場合にリレー再選択操作を実行する。代わりに、グループヘッ
ダ装置は、グループベースのリレーハンドオーバーコマンドを受信又は生成した後に接続
確立要求情報を送信する前に第３のタイマーを起動し、第３の第三タイマーが満了する前
に没ターゲットリレー装置からの接続確立応答情報を受信しなかった場合にリレー再選択
操作を実行してもよい。ここでの第１のタイマー、第２のタイマー及び第３のタイマーの
満了時間はそれぞれ異なる。
【０１５７】
　本開示の実施例によれば、グループヘッダ装置と非グループヘッダ装置とはターゲット
リレー装置からの、グループヘッダ装置及び非グループヘッダ装置のターゲットリレー装
置へのアクセスを許可することを示す接続確立応答情報を受信することができる。
【０１５８】
　本開示の実施例によれば、接続確立応答情報は、ターゲットリレー装置によってブロー
ドキャスト送信された情報であってもよい、ターゲットリレー装置へのアクセスを許可す
る装置の識別子情報をキャリアしている。
【０１５９】
　本開示の実施例によれば、グループヘッダ装置がリレー装置である場合に、接続確立応
答情報は、ターゲットリレー装置からグループヘッダ装置に送信された、ターゲットリレ
ー装置へのアクセスを許可する装置の識別子情報をキャリアしている情報であってもよく
。グループヘッダ装置は、接続確立応答情報を他の装置に転送してもよい。
【０１６０】
　図２０に、本開示の実施例による、ハンドオーバー実行プロセスを実行するシグナリン
グフローチャートを示す。図２０に示すように、グループヘッダ装置、及び非グループヘ
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ッダ装置としての他の装置は同一のハンドオーバーグループに位置し、当該ハンドオーバ
ーグループのターゲットリレー装置はターゲットリレーＵＥである。ステップＳ２００１
において、グループヘッダ装置はグループベースのリレーハンドオーバーコマンドを受信
又は生成し、ステップＳ２００３において、ターゲットリレーＵＥに、ループヘッダ装置
及び他の装置の情報をキャリアしている接続確立要求情報を送信する。そして、ステップ
Ｓ２００４において、タイマーを起動する。在ステップＳ２００２において、他の装置は
グループベースのリレーハンドオーバーコマンドを受信又は生成し、ステップＳ２００５
において、タイマーを起動する。続いて、ステップＳ２００６において、ターゲットリレ
ーＵＥは、ターゲットリレーＵＥへのアクセスを許可する装置の情報をキャリアしている
接続確立応答情報をブロードキャスト送信する。ここで、グループヘッダ装置及び他の装
置のターゲットリレーＵＥへのアクセスを許可すると仮定すると、グループヘッダ装置及
び他の装置の両方は接続確立応答情報を受信する。図２０において、ハンドオーバーグル
ープに一つのグループヘッダ装置と一つの他の装置とを含む場合のみを示したが、ハンド
オーバーグループには、複数の他の装置を含んでもよく、これらの複数の他の装置の操作
は、図２０に示す他の装置の操作と類似する。
【０１６１】
　図２１に、本開示の実施例による、ハンドオーバー実行プロセスを実行するシグナリン
グフローチャートを示す。図２１に示すように、グループヘッダ装置、及び非グループヘ
ッダ装置としての他の装置は、同一のハンドオーバーグループに位置し、当該ハンドオー
バーグループのターゲットリレー装置はターゲットリレーＵＥである。ステップＳ２１０
１において、グループヘッダ装置はグループベースのリレーハンドオーバーコマンドを受
信又は生成し、ステップＳ２１０３において、ターゲットリレーＵＥに接続確立要求情報
を送信し、グループヘッダ装置、及び他の装置の情報をキャリアして、そして、ステップ
Ｓ２１０４において、タイマーを起動する。ステップＳ２１０２において、他の装置はグ
ループベースのリレーハンドオーバーコマンドを受信又は生成し、ステップＳ２１０５に
おいて、タイマーを起動する。続いて、ステップＳ２１０６において、ターゲットリレー
ＵＥは、ターゲットリレーＵＥの装置の情報を含むグループヘッダ装置に、接続確立応答
情報を送信する。ここで、グループヘッダ装置がリレー装置であり、且つターゲットリレ
ーＵＥがグループヘッダ装置及び他の装置のターゲットリレーＵＥへのアクセスを許可す
ると仮定し、ステップＳ２１０７において、グループヘッダ装置は、他の装置に接続確立
応答情報を転送する。図２１において、ハンドオーバーグループに一つのグループヘッダ
装置と一つの他の装置とを含む場合のみを示したが、ハンドオーバーグループには、複数
の他の装置を含んでもよく、これらの複数の他の装置の操作は図２１に示す他の装置の操
作と類似する。
【０１６２】
　以上で言及されたように、グループヘッダ装置はソースリレー装置であってもよいし、
リモート装置であってもよく、以下、この二つの場合に分けて本開示の実施例による、ハ
ンドオーバー実行プロセスについて詳細に記述する。
<３.１ソースリレーＵＥがグループヘッダ装置とする>
【０１６３】
　図２２は、本開示の実施例による、ハンドオーバー実行プロセスを実行するシグナリン
グフローチャートを示す。図２２に示すように、リモートＵＥは、元々ソースリレーＵＥ
を介してネットワーク側装置との通信を実行し、グループベースのリレーハンドオーバー
イベントはトリガーされたと、ソースリレーＵＥとリモートＵＥとは同一のハンドオーバ
ーグループに位置し、当該ハンドオーバーグループのグループヘッダはソースリレーＵＥ
であり、ターゲットリレー装置はターゲットリレーＵＥである。ステップＳ２２０１にお
いて、ソースリレーＵＥはグループベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成する。
ステップＳ２２０２において、ソースリレーＵＥはリモートＵＥにグループベースのリレ
ーハンドオーバーコマンドを送信する。ステップＳ２２０３において、ソースリレーＵＥ
は、ターゲットリレーＵＥに接続確立要求情報を送信し、ソースリレーＵＥが位置してい



(31) JP 2020-518140 A 2020.6.18

10

20

30

40

50

るハンドオーバーグループの装置メンバーリストにおける装置の情報を含み、例えば、ソ
ースリレーＵＥとリモートＵＥの情報とを含む。ステップＳ２２０４において、ソースリ
レーＵＥはタイマーを起動し、タイマーが満了する前にターゲットリレーＵＥからの接続
確立応答情報を受信しなかった場合に、リレー再選択操作を実行する。ステップＳ２２０
５において、リモートＵＥ応答して、ステップＳ２２０２においてグループベースのリレ
ーハンドオーバーコマンドを受信してタイマーを起動し、且つタイマーが満了する前にタ
ーゲットリレーＵＥからの接続確立応答情報を受信しなかった場合にリレー再選択操作を
実行する。ステップＳ２２０６において、ターゲットリレーＵＥは、ターゲットリレーＵ
Ｅへのアクセスを許可する装置の情報を含む接続確立応答情報をブロードキャスト送信す
る。ここで、ターゲットリレーＵＥは、ソースリレーＵＥ及びリモートＵＥのターゲット
リレーＵＥへのアクセスを許可すると仮定するので、ソースリレーＵＥ及びリモートＵＥ
の両方は接続確立応答情報を受信できる。
【０１６４】
　図２２において、ソースリレーＵＥによりグループベースのリレーハンドオーバーコマ
ンドを生成するが、ターゲットリレーＵＥによりグループベースのリレーハンドオーバー
コマンドを生成することは、言うまでもなく、この場合、ソースリレーＵＥは、受信した
グループベースのリレーハンドオーバーコマンドに応答して接続確立要求情報を送信する
。
【０１６５】
　図２２において、ソースリレーＵＥから送信されたグループベースのリレーハンドオー
バーコマンド及び接続確立要求情報の両方はブロードキャスト送信された情報であっても
よく、且つソースリレーＵＥは、この二つの情報を合併してブロードキャスト送信しても
よい。
【０１６６】
　図２２において、ソースリレーＵＥは、まず、接続確立要求情報を送信してからタイマ
ーを起動する。本開示の実施例によれば、ソースリレーＵＥは、まずタイマーを起動して
から接続確立要求情報を送信してもよく、タイマーの満了時間を異なる時間に設定すれば
よい。また、図２２において、ターゲットリレーＵＥが接続確立応答情報をブロードキャ
スト送信する場合のみを示した。本開示の実施例によれば、ターゲットリレーＵＥは、接
続確立応答情報直接をソースリレーＵＥに送信して、ソースリレーＵＥによりリモートＵ
Ｅに転送してもよい。
<３.２リモートＵＥがグループヘッダ装置とする>
【０１６７】
　図２３は、本開示の実施例による、ハンドオーバー実行プロセスを実行するシグナリン
グフローチャートを示す。図２３に示すように、リモートＵＥ１とリモートＵＥ２とは元
々ソースリレーＵＥを介してネットワーク側装置との通信を実行するが、グループベース
のリレーハンドオーバーイベントはトリガーされた後、リモートＵＥ１とリモートＵＥ２
とは同一のハンドオーバーグループに位置し、当該ハンドオーバーグループのグループヘ
ッダ装置はリモートＵＥ２であり、ターゲットリレー装置はターゲットリレーＵＥである
。ステップＳ２３０１において、ソースリレーＵＥはグループベースのリレーハンドオー
バーコマンドを生成する。ステップＳ２３０２において、ソースリレーＵＥはリモートＵ
Ｅ１とリモートＵＥ２とにグループベースのリレーハンドオーバーコマンドを送信する。
ステップＳ２３０３において、リモートＵＥ２は、受信したグループベースのリレーハン
ドオーバーコマンドに応答してターゲットリレーＵＥに接続確立要求情報を送信し、リモ
ートＵＥ２が位置しているハンドオーバーグループの装置メンバーリストにおける装置の
情報を含み、例えば、リモートＵＥ１とリモートＵＥ２の情報を含む。ステップＳ２３０
４において、リモートＵＥ２はタイマーを起動し、タイマーが満了する前にターゲットリ
レーＵＥからの接続確立応答情報を受信しなかった場合に、リレー再選択操作を実行する
。ステップＳ２３０５において、リモートＵＥ１はステップＳ２３０２にて受信したグル
ープベースのリレーハンドオーバーコマンドに応答してタイマーを起動し、タイマーが満
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了する前にターゲットリレーＵＥからの接続確立応答情報を受信しなかった場合にリレー
再選択操作を実行する。ステップＳ２３０６において、ターゲットリレーＵＥは、ターゲ
ットリレーＵＥへのアクセスを許可する装置の情報を含む接続確立応答情報をブロードキ
ャスト送信する。ここで、ターゲットリレーＵＥは、リモートＵＥ１及びリモートＵＥ２
のターゲットリレーＵＥへのアクセスを許可すると仮定するので、リモートＵＥ１及びリ
モートＵＥ２の両方は接続確立応答情報を受信できる。
【０１６８】
　同様に、図２３に、ソースリレーＵＥによりグループベースのリレーハンドオーバーコ
マンドを生成するが、ターゲットリレーＵＥによりグループベースのリレーハンドオーバ
ーコマンドを生成することもできるは言うまでもない。図２３ではリモートＵＥ２は、ま
ず接続確立要求情報を送信してからタイマーを起動する。本開示の実施例によれば、リモ
ートＵＥ２は、まず、タイマーを起動してから接続確立要求情報を送信してもよく、タイ
マーの満了時間を異なる時間に設定すればよい。また、図２３にターゲットリレーＵＥが
接続確立応答情報をブロードキャスト送信する場合のみを示した。本開示の実施例によれ
ば、ターゲットリレーＵＥは接続確立応答情報をソースリレーＵＥに直接送信して、ソー
スリレーＵＥによりリモートＵＥ１とリモートＵＥ２とに転送してもよい。
【０１６９】
　以上のように、本開示の実施例による、ハンドオーバー実行プロセスについて詳細に紹
介した。本開示の実施例によれば、ハンドオーバーグループの代わりに、ハンドオーバー
グループにおけるグループヘッダ装置によりリレーハンドオーバーのプロセスを実行し、
接続確立要求情報の送信、及び接続確立応答情報の受信を含む。このようにすれば、非グ
ループヘッダ装置の他の装置は接続確立要求情報を送信することなく、シグナリングオー
バーヘッドを大幅に削減するとともに、シグナリング衝突の確率を下げることができる。
<４.バインディングリモートＵＥを有するソースリレーＵＥのハンドオーバーフロー>
【０１７０】
　本開示の実施例によれば、ソースリレー装置は、あるリモート装置とバインディング関
係を有することができる。つまり、ソースリレー装置は、どのような方式でネットワーク
側装置との通信を実行するにかかわらず、直接的又はリレー装置を介したネットワーク側
装置との通信を含む。つまり、ソースリレー装置は他のリレー装置を介してネットワーク
側装置との通信を実行しても、これのリモート装置もソースリレー装置及び他のリレー装
置を介してネットワーク側装置との通信を実行したい。
【０１７１】
　例えば、ソースリレー装置はユーザーの移動装置に属し、リモート装置は当該ユーザー
のウェアラブルデバイスに属する。この場合に、当該ユーザーのウェアラブルデバイスは
、常にソースリレー装置を介してネットワーク側装置との通信を実行したい。
【０１７２】
　上記の場合には、本開示の上記実施例により、あるソースリレー装置とバインディング
関係を有するリモート装置を、ターゲットリレー装置が当該ソースリレー装置であるハン
ドオーバーグループにグループ化する。
【０１７３】
　本開示の実施例によれば、ハンドオーバーフローを単純化するために、グループベース
のリレーハンドオーバーフローは、これらのバインディングのリモート装置に対して透過
的である。つまり、ソースリレー装置は、ターゲットリレー装置に接続確立要求情報を送
信してもよく、当該接続確立要求情報には、ソースリレー装置の情報を含み、さらに、ソ
ースリレー装置とバインディング関係を有するリモート装置の情報を含む。ターゲットリ
レー装置は、ソースリレー装置、及びソースリレー装置とバインディング関係を有するリ
モート装置がターゲットリレー装置を許可するかどうかを確定してもよい。ターゲットリ
レー装置は、ソースリレー装置、及びソースリレー装置とバインディング関係と有するリ
モート装置がターゲットリレー装置にアクセスすることを許可する場合に、ターゲットリ
レー装置は、ソースリレー装置の情報、及びソースリレー装置とバインディング関係と有



(33) JP 2020-518140 A 2020.6.18

10

20

30

40

50

するリモート装置の情報もキャリアしているソースリレー装置に接続確立応答情報を送信
してもよい。
【０１７４】
　図２４に、本開示の他の一実施例による、グループベースのリレーハンドオーバーのシ
グナリングフローチャートを示す。図２４に示すように、ソースリレーＵＥは一つ又は複
数のバインディングしたリモートＵＥを有している。ステップＳ２４０１において、ソー
スリレーＵＥはトリガーイベントを検出し、即ち、ソースリレーＵＥはターゲットリレー
ＵＥを介してネットワーク側装置との通信を実行したい。ステップＳ２４０２において、
ソースリレーＵＥはソースリレーＵＥ、及びソースリレーＵＥとバインディングしたリモ
ートＵＥの情報をキャリアしているターゲットリレーＵＥに接続確立要求情報を送信する
。ステップＳ２４０３において、ターゲットリレーＵＥは、ソースリレーＵＥに、接続確
立応答情報を送信し、その中にソースリレーＵＥ及びソースリレーＵＥとバインディング
したリモートＵＥの情報もキャリアしており、ソースリレーＵＥ、及びバインディングし
たリモートＵＥのターゲットリレーＵＥへのアクセスを許可することを示す。
【０１７５】
　以上のように、ソースリレー装置がバインディングリモート装置を有する場合に、本開
示の実施例によれば、ハンドオーバーのフローを単純化し、シグナリングオーバーヘッド
及びハンドオーバー時間を節約することができる。
<５.コンテクストの連続性>
【０１７６】
　以上のように、本開示の実施例による、グループベースのリレーハンドオーバーフロー
について詳細に記述した。グループベースのリレーハンドオーバーフローを経った後、リ
モート装置とソースリレー装置との間に直接的接続関係を有せず、この場合に、ソースリ
レー装置のキャッシュ内に処理すべき多数のリモート装置のコンテキストが存在する可能
性がある。
【０１７７】
　本開示の実施例によれば、ソースリレー装置は、デバイスツウーデバイスＤ２Ｄ通信方
式によりリモート装置とキャッシュ内のコンテクスト情報をインタラクションすることが
できる。このケースは、ソースリレー装置がリモート装置に近い場合に発生し得る。
【０１７８】
　本開示の一実施形態によれば、ソースリレー装置とリモート装置とが同じターゲットリ
レー装置にハンドオーバする場合に、ソースリレー装置は、キャッシュ内のコンテキスト
情報をターゲットリレー装置に送信し、ターゲットリレー装置によりコンテキスト情報を
リモート装置に転送してもよい。
【０１７９】
　本開示の実施例によれば、ソースリレー装置は、キャッシュ内のコンテキスト情報をネ
ットワーク側装置に送信し（直接又は他のリレー装置を介して転送する）、ネットワーク
側装置によりリモート装置に転送してもよい。
【０１８０】
　以上で本開示の実施例による、電子機器２００について詳細に記述した。以下で本開示
の実施例による、電子機器２５００について詳細に記述する。電子機器２５００は、無線
通信システムにおけるリモート装置であり、即ち、電子機器２５００は、ソースリレー装
置を介してネットワーク側装置との通信を実行してもよい。
【０１８１】
　図２５に、本開示の実施例による、電子機器２５００の構造ブロック図を示す。図２５
に示すように、電子機器２５００は情報を送受信するための送受信回路２５２０を含むこ
とができる。
【０１８２】
　図２６に、本開示の実施例による、電子機器２５００の構造のブロック図を示す。
【０１８３】
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　図２６に示すように、電子機器２５００は、さらに、処理回路２５１０を含むことがで
きる。なお、電子機器２５００は、一つの処理回路２５１０を含んでもよく、複数の処理
回路２５１０を含んでもよい。
【０１８４】
　ここで、処理回路２５１０の機能ユニットを示さないが、処理回路２５１０は、別々の
機能ユニットを含んで各種の異なる機能及び/又は操作を実行することができる。なお、
これらの機能ユニットは、物理エンティティ又は論理エンティティであってもよく、そし
て、異なる呼称のユニットは同一の物理エンティティにより実現され得る。
【０１８５】
　本開示の実施例によれば、送受信回路２５２０は、電子機器２５００が位置しているハ
ンドオーバーグループの装置メンバーリストとターゲットリレー装置の情報とを含むグル
ープベースのリレーハンドオーバーコマンドを受信してもよい。
【０１８６】
　本開示の実施例によれば、送受信回路２５２０は、さらに、電子機器２５００が位置し
ているハンドオーバーグループのグループヘッダ装置の情報を受信してもよい。ここで、
グループヘッダ装置の情報はグループベースのリレーハンドオーバーコマンドに含まれて
もよい。
【０１８７】
　本開示の実施例によれば、送受信回路２５２０は、電子機器２５００にサービスするソ
ースリレー装置に、グループベースのリレーハンドオーバー要求情報を送信してもよい。
【０１８８】
　本開示の実施例によれば、グループベースのリレーハンドオーバー要求情報には、電子
機器２５００がハンドオーバしたい所望のリレー装置の情報を含んでもよい。
【０１８９】
　本開示の実施例によれば、送受信回路２５２０は、さらに、電子機器２５００が位置し
ているハンドオーバーグループのターゲットリレー装置に、電子機器２５００が位置して
いるハンドオーバーグループの装置メンバーリストにおける装置の情報を含む接続確立要
求情報を送信してもよい。
【０１９０】
　本開示の実施例によれば、送受信回路２５２０は、電子機器２５００が位置しているハ
ンドオーバーグループのターゲットリレー装置からの、電子機器２５００のターゲットリ
レー装置へのアクセスを許可することを示す接続確立応答情報を受信してもよい。
【０１９１】
　本開示の実施例によれば、処理回路２５１０はタイマーを起動し、且つタイマーが満了
する前に電子機器２５００が位置しているハンドオーバーグループのターゲットリレー装
置からの接続確立応答情報を受信しなかった場合にリレー再選択操作を実行してもよい。
【０１９２】
　本開示の実施例によれば、電子機器２５００は無線通信システムにおけるリモート装置
とすることができるので、ソースリレー装置又はターゲットリレー装置としての電子機器
２００と情報のインタラクションを行うため、電子機器２００の電子装置２００の全ての
実施形態は、これに適用する。
【０１９３】
　以下、本開示の実施例による、電子機器２７００について詳細に記述する。電子機器２
７００は、無線通信システムにおけるターゲットリレー装置であってもよく、即ち、一つ
又は複数のリモート装置や、ソースリレー装置がハンドオーバしたい電子機器２７００が
存在する。
【０１９４】
　図２７に、本開示の実施例による、電子機器２７００の構造のブロック図を示す。図２
７に示すように、電子機器２７００は、情報を送受信するための送受信回路２７２０を含
むことができる。



(35) JP 2020-518140 A 2020.6.18

10

20

30

40

50

【０１９５】
　図２８に、本開示の他の一実施例による電子機器２７００の構造のブロック図を示す。
【０１９６】
　図２８に示すように、電子機器２７００は処理回路２７１０をさらに含むことができる
。なお、電子機器２７００は、一つの処理回路２７１０を含んでもよく、複数の処理回路
２７１０を含んでもよい。
【０１９７】
　ここで、処理回路２７１０の機能ユニットを示さないが、処理回路２７１０は、別々の
機能ユニットを含んで各種の異なる機能及び/又は操作を実行することができる。なお、
これらの機能ユニットは、物理エンティティ又は論理エンティティであってもよく、そし
て、異なる呼称のユニットは同一の物理エンティティにより実現され得る。
【０１９８】
　本開示の実施例によれば、送受信回路２７２０はソースリレー装置又はリモート装置か
ら、ソースリレー装置又はリモート装置が位置しているハンドオーバーグループのメンバ
ー装置リストにおける装置の情報を含む接続確立要求情報を受信することができ、その中
、前記メンバー装置リストにおける装置は、電子機器２７００にハンドオーバすることを
所望する。
【０１９９】
　本開示の実施例によれば、送受信回路２７２０は、さらに、電子機器２７００へのアク
セスを許可する装置の情報を含む接続確立応答情報をブロードキャスト送信してもよい。
【０２００】
　本開示の実施例によれば、送受信回路２７２０は、さらに、電子機器２７００へのアク
セスを許可するリレー装置、電子機器２７００へのアクセスを許可するリモートによって
サービスされるリレー装置に、電子機器２７００へのアクセスを許可する装置の情報を含
む接続確立応答情報を送信してもよい。
【０２０１】
　本開示の実施例によれば、電子機器２７００は無線通信システムにおけるターゲットリ
レー装置とすることができるので、ソースリレー装置としての電子機器２００、及びリモ
ート装置としての電子機器２５００と情報のインタラクションを行うことができ、よって
、電子機器２００及び電子機器２５００にかかる全ての実施形態は、これに適用する。
【０２０２】
　次に、本開示の実施例による、電子機器２００によって実行される方法について詳細に
記述する。電子機器２００にかかるすべての実施形態は、これに適用する。
【０２０３】
　図２９に、本開示の実施例による、電子機器２００によって実行される方法のフローチ
ャートを示す。電子機器２００は無線通信システムにおけるリレー装置であってもよく、
ソースリレー装置とターゲットリレー装置とを含む。
【０２０４】
　図２９に示すように、ステップＳ２９１０において、トリガイベントに基づいて、一つ
又は複数のハンドオーバーグループのそれぞれの装置メンバーリストと、ターゲットリレ
ー装置の情報とを含むグループベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成する。
【０２０５】
　好ましくは、方法は、無線通信システムにおけるソースリレー装置により実行され、且
つ方法は、各ハンドオーバーグループの装置メンバーリストにおけるリモート装置にグル
ープベースのリレーハンドオーバーコマンドを送信することをさらに含む。
【０２０６】
　好ましくは、方法は、各ハンドオーバーグループのグループヘッダ装置を確定し、且つ
送受信回路は、さらに、各ハンドオーバーグループの装置メンバーリストにおけるリモー
ト装置にグループヘッダ装置の情報を送信することをさらに含む。
【０２０７】
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　好ましくは、方法は、電子機器によってサービスされる一つ又は複数のリモート装置か
ら、リモート装置がハンドオーバーしたい所望のリレー装置の情報を受信し、且つ、各リ
モート装置の所望のリレー装置の情報に基づいて各ハンドオーバーグループのターゲット
リレー装置を確定することをさらに含む。
【０２０８】
　好ましくは、方法は、各リモート装置の所望のリレー装置の情報に基づいて、一つ又は
複数のリモート装置を一つ又は複数のハンドオーバーグループにグループ化することをさ
らに含む。
【０２０９】
　好ましくは、方法は、一つ又は複数のリモート装置のそれぞれに所望のリレー装置要求
情報を送信することをさらに含む。
【０２１０】
　好ましくは、所望のリレー装置要求情報には、リモート装置が所望のリレー装置を測定
する時間-周波数リソース情報を認識するための測定配置情報を含む。
【０２１１】
　好ましくは、方法は、リモート装置のバッテリ電力情報に応じて測定配置情報を確定す
ることをさらに含む。
【０２１２】
　好ましくは、方法は、リレー再選択測定を行うことで各ハンドオーバーグループのター
ゲットリレー装置を確定することをさらに含む。
【０２１３】
　好ましくは、方法は、電子機器が位置しているハンドオーバーグループのターゲットリ
レー装置に、電子機器が位置しているハンドオーバーグループの装置メンバーリストにお
ける装置の情報を含む接続確立要求情報を送信することをさらに含む。
【０２１４】
　好ましくは、方法は、グループベースのリレーハンドオーバーコマンドと接続確立要求
情報とを合併してブロードキャスト送信することをさらに含む。
【０２１５】
　好ましくは、方法は、電子機器が位置しているハンドオーバーグループのターゲットリ
レー装置からの、電子機器のターゲットリレー装置へのアクセスを許可することを示す接
続確立応答情報を受信することをさらに含む
【０２１６】
　好ましくは、方法は、タイマーを起動し、且つタイマーが満了する前に電子機器が位置
しているハンドオーバーグループのターゲットリレー装置からの接続確立応答情報を受信
しなかった場合にリレー再選択操作を実行することをさらに含む。
【０２１７】
　好ましくは、トリガーイベントは、電子機器とそれによってサービスされる一つ又は複
数のリモート装置との間のリンク品質が第１の閾値よりも小さいこと、電子機器とネット
ワーク側装置との間のリンク品質が第２の閾値よりも小さいこと、及び電子機器がそれに
よってサービスされる一つ又は複数のリモート装置がリレーハンドオーバーを実行する必
要があることを示し、又は電子機器にリレーサービスを提供する必要があることを示す上
位層シグナリングを受信したことのうち一つ又は複数を含む。
【０２１８】
　好ましくは、方法は、無線通信システムにおけるターゲットリレー装置により実行され
、且つ方法は、各ハンドオーバーグループの装置メンバーリストにおけるリモート装置に
サービスするソースリレー装置に、グループベースのリレーハンドオーバーコマンドを送
信することをさらに含む。
【０２１９】
　好ましくは、方法は、各ハンドオーバーグループのグループヘッダ装置を確定し、且つ
各ハンドオーバーグループの装置メンバーリストにおけるリモート装置にサービスするソ
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ースリレー装置に、グループヘッダ装置の情報を送信することをさらに含む。
【０２２０】
　好ましくは、方法は、各ハンドオーバーグループのグループヘッダ装置から、ハンドオ
ーバーグループの装置メンバーリストにおける装置の情報を含む接続確立要求情報を受信
し、電子機器へのアクセスを許可する装置の情報を含む接続確立応答情報を送信すること
をさらに含む。
【０２２１】
　好ましくは、トリガーイベントは、トリガーイベントは、電子機器が、一つ又は複数の
リモート装置を電子機器にハンドオーバーする必要があることを示す上位層シグナリング
を受信したことを含む。
【０２２２】
　本開示の実施例による、電子機器２００によって実行される方法は、電子機器２００を
記述した場合に既に詳細に紹介されたので、ここで重複しない。
【０２２３】
　次に、本開示の実施例による、電子機器２５００によって実行される方法について詳細
に記述し、ここでの電子機器２５００は無線通信システムにおけるリモート装置であって
もよく、電子機器２５００を記述する場合における全ての実施形態は、これに適用する。
【０２２４】
　図３０に、本開示の実施例による、電子機器２５００によって実行される方法のフロー
チャートを示す。
【０２２５】
　図３０に示すように、ステップＳ３０１０において、電子機器２５００が位置している
ハンドオーバーグループの装置メンバーリストとターゲットリレー装置の情報とを含むグ
ループベースのリレーハンドオーバーコマンドを受信する。
【０２２６】
　好ましくは、方法は、電子機器２５００が位置しているハンドオーバーグループのグル
ープヘッダ装置の情報を受信することをさらに含む。
【０２２７】
　好ましくは、方法さは、電子機器２５００にサービスするソースリレー装置にグループ
ベースのリレーハンドオーバー要求情報を送信することをさらに含む。
【０２２８】
　好ましくは、グループベースのリレーハンドオーバー要求情報には、電子機器２５００
がハンドオーバしたい所望のリレー装置の情報を含む。
【０２２９】
　好ましくは、方法は、電子機器２５００が位置しているハンドオーバーグループのター
ゲットリレー装置に、電子機器２５００が位置しているハンドオーバーグループの装置メ
ンバーリストにおける装置の情報を含む接続確立要求情報を送信することをさらに含む。
【０２３０】
　好ましくは、方法は、電子機器２５００が位置しているハンドオーバーグループのター
ゲットリレー装置からの、電子機器２５００のターゲットリレー装置へのアクセスを許可
すること示す接続確立応答情報を受信することをさらに含む。
【０２３１】
　好ましくは、方法は、タイマーを起動し、且つタイマーが満了する前に電子機器２５０
０が位置しているハンドオーバーグループのターゲットリレー装置からの接続確立応答情
報を受信しなかった場合にリレー再選択操作を実行することをさらに含む
【０２３２】
　本開示の実施例による、電子機器２５００によって実行される方法は、電子機器２００
及び電子機器２５００を記述した場合に既に詳細に紹介されたので、ここで重複しない。
【０２３３】
]
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次に、本開示による電子機器２７００によって実行される方法について詳細に記述する。
ここでの電子機器２７００は無線通信システムにおけるリレー装置であってもよく、具体
的にターゲットリレー装置であり、よって、電子機器２７００にかかる全ての実施形態は
これに適用する。
【０２３４】
　図３１に、本開示の実施例による、セカンダリ無線システムのための電子デバイスによ
って実行される方法のフローチャートを示す。
【０２３５】
　図３１に示すように、ステップＳ３１１０において、ソースリレー装置又はリモート装
置から、ソースリレー装置又はリモート装置が位置しているハンドオーバーグループのン
バー装置リストにおける装置の情報を含む接続確立要求情報を受信し、その中、メンバー
装置リストにおける装置は電子機器２７００にハンドオーバすることを所望する。
【０２３６】
　好ましくは、方法は、電子機器２７００へのアクセスを許可する装置の情報を含む接続
確立応答情報をブロードキャスト送信することをさらに含む。
【０２３７】
　本開示の実施例による、電子機器２７００によって実行される方法は、電子機器２７０
０を記述した場合に既に詳細に紹介されたので、ここで重複しない。
【０２３８】
<応用例>
【０２３９】
　本開示内容の技術は各種の製品に応用できる。例えば、ネットワーク側装置は任意なタ
イプの進化型ノードＢ（ｅＮＢ）、例えばマクロｅＮＢとスモールｅＮＢとして実現され
ることが可能である。スモールｅＮＢはマクロセルより小さいセルをカバーするｅＮＢ、
例えばピコファラドｅＮＢ、マイクロｅＮＢ、ホーム（フェムト）ｅＮＢであってもよい
。代わりに、基地局は、任意な他のタイプの基地局、例えばＮｏｄｅＢとベーストランシ
ーバ基地局（ＢＴＳ）として実現されることが可能である。基地局は、無線通信を制御す
るように配置される本体（基地局デバイスとも称する）と、本体と異なる箇所に設置され
る一つ又は複数のリモート無線ヘッド（ＲＲＨ）とを含んでもよい。また、以下記述する
各種のタイプの端末は、基地局機能を一時又は半恒久的に実行することにより基地局とし
て作動する。
【０２４０】
　リモート装置とリレー装置としての端末装置は、例えば、移動端末（例えばスマートフ
ォン、タブレットパソコンコンピュータ（ＰＣ）、ノートＰＣ、携帯型ゲーム端末、携帯
型/ウオッチドッグ型移動ルータとデジタル撮像装置）又は車載端末（例えば自動車ナビ
ゲーション装置）として実現されることが可能である。端末装置は、マシンツーマシン（
Ｍ２Ｍ）通信を実行する端末（マシン型通信（ＭＴＣ）端末とも称する）として実現され
ることも可能である。また、端末装置は、上記端末における端末ごとに取り付けられた無
線通信モジュール（例えば単一のチップを含む集成回路モジュール）であってもよい。
【０２４１】
[基地局についての応用例]
【０２４２】
(第一応用例)
【０２４３】
　図３２は、本開示内容の技術を応用できるｅＮＢの概略的な構成の第一の例を示すブロ
ック図である。ｅＮＢ３２００は、一つ又は複数のアンテナ３２３２及び基地局デバイス
３２２０を含む。基地局デバイス３２２０と各アンテナ３２３２はＲＦケーブルを介して
互いに接続されてもよい。
【０２４４】
　アンテナ３２１０の各々は、一つの又は複数のアンテナ素子（例えば、マルチ入力・マ
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ルチ出力（ＭＩＭＯ）アンテナに含まれる複数のアンテナ素子）を含み、基地局装置３２
２０による無線信号の送受信のために用いられる。ｅＮＢ３２００は、図３２に示したよ
うに複数のアンテナ３２１０を含んでもよい。複数のアンテナ３２１０は、ｅＮＢ３２０
０が使用する複数の周波数帯域と共用してもよい。ここで、図３２にはｅＮＢ３２００が
複数のアンテナ３２１０を含む例を示したが、ｅＮＢ３２００は一つのアンテナ３２１０
を含んでもよい。
【０２４５】
　基地局デバイス３２２０は、コントローラ３２２１、メモリ３２２２、ネットワークイ
ンタフェース３２２３、及び無線通信インタフェース３２２５を含む。
【０２４６】
　コントローラ３２２１は、例えばＣＰＵ又はＤＳＰであってよく、基地局デバイス３２
２０の上位レイヤの様々な機能を操作する。例えば、コントローラ３２２１は、無線通信
インタフェース３２２５により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、
生成したパケットをネットワークインタフェース３２２３を介して転送する。コントロー
ラ３２２１は、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドルすることによりバ
ンドルドパケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コン
トローラ３２２１は、無線リソース管理、無線ベアラ制御、移動性管理、流入制御、及び
スケジューリングのような制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該制御
は、周辺のｅＮＢ又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ３２
２２は、ＲＡＭ及びＲＯＭを含み、コントローラ３２２１により実行されるプログラム、
及び様々な制御データ（例えば、端末リスト、伝送電力データ及びスケジューリングデー
タなど）を記憶する。
【０２４７】
　ネットワークインタフェース３２２３は基地局デバイス３２２０をコアネットワーク３
２２４に接続するための通信インタフェースである。コントローラ３２２１はネットワー
クインタフェース３２２３を介してコアネットワークノード又は他のｅＮＢと通信しても
よい。この場合、ｅＮＢ３２００とコアネットワークノード又は他のｅＮＢとはロジック
インタフェース(例えばＳ１インタフェースとＸ２インタフェース)により互いに接続され
る。ネットワークインタフェース３２２３は有線通信インタフェース、又は無線バックホ
ール回線に用いられる無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェ
ース３２２３が無線通信インタフェースであると、ネットワークインタフェース３２２３
は無線通信インタフェース３２２５により使用される周波数帯域よりも高い周波数帯域を
無線通信に使用できる。
【０２４８】
　無線通信インタフェース３２２５は、任意なセルラー通信方式（例えば、ＬＴＥ（Ｌｏ
ｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）をサポートし、ア
ンテナ３２１０を介して、ｅＮＢ３２００のセル内に位置する端末までの無線接続を提供
する。無線通信インタフェース３２２５は、一般的に、ベースバンド（ＢＢ）プロセッサ
３２２６及びＲＦ回路３２２７を含むことができる。ＢＢプロセッサ３２２６は、例えば
、符号化/復号化、変調/復調及び多重化/逆多重化を実行でき、レイヤ(例えばＬ１、媒体
アクセス制御(ＭＡＣ)、無線リンク制御(ＲＬＣ)、パケットデータ収束プロトコル(ＰＤ
ＣＰ))のさまざまな信号処理を実行できる。コントローラ３２２１に代えて、ＢＢプロセ
ッサ３２２６は上記ロジック機能の一部又は全部を有してもよい。ＢＢプロセッサ３２２
６は通信制御プログラムを記憶するメモリであってもよく、又はプログラムを実行するよ
うに配置されるプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよい。ＢＢプロ
セッサ３２２６の機能はプログラムの更新により変更可能である。当該モジュールは基地
局デバイス３２２０のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよい。代
わりに、当該モジュールはカード若しくはブレードに搭載されるチップであってもよい。
一方、ＲＦ回路３２２７は例えばミキサ、フィルタ及びアンプを含んでもよく、アンテナ
３２１０を介して無線信号を送受信する。
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【０２４９】
　図３２に示すように、無線通信インタフェース３２２５は複数のＢＢプロセッサ３２２
６を含んでもよい。例えば、複数のＢＢプロセッサ３２２６はｅＮＢ３２００が使用する
複数の周波数帯域と共用されてもよい。図３２に示すように、無線通信インタフェース３
２２５は複数のＲＦ回路３２２７を含んでもよい。例えば、複数のＲＦ回路３２２７は複
数のアンテナ素子と共用されてもよい。図３２は無線通信インタフェース３２２５が複数
のＢＢプロセッサ３２２６と複数のＲＦ回路３２２７とを含む例を示したが、無線通信イ
ンタフェース３２２５は一つのＢＢプロセッサ３２２６又は一つのＲＦ回路３２２７を含
んでもよい。
【０２５０】
(第２の応用例)
【０２５１】
　図３３は本開示の技術を応用できるｅＮＢの概略的な構成の第二の例を示すブロック図
である。ｅＮＢ３３３０は一つ又複数のアンテナ３３４０と、基地局デバイス３３５０と
、ＲＲＨ３３６０とを含む。ＲＲＨ３３６０は各アンテナ３３４０とＲＦケーブルを介し
て互いに接続されてもよい。基地局デバイス３３５０とＲＲＨ３３６０は例えば光ファイ
バケーブルの高速回線で互いに接続されてもよい。
【０２５２】
　アンテナ３３４０の各々は、一つの又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテ
ナに含まれる複数のアンテナ素子）を含み、ＲＲＨ３３６０による無線信号の送受信のた
めに用いられる。図３３に示すように、ｅＮＢ３３３０は複数のアンテナ３３４０を含ん
でもよい。例えば、複数のアンテナ３３４０はｅＮＢ３３３０が使用する複数の周波数帯
域と共用されてもよい。図３３はｅＮＢ３３３０が複数のアンテナ３３４０を含む例を示
したが、ｅＮＢ３３３０は一つのアンテナ３３４０を含んでもよい。
【０２５３】
　基地局デバイス３３５０は、コントローラ３３５１、メモリ３３５２、ネットワークイ
ンタフェース３３５３、無線通信インタフェース３３５５、及び接続インタフェース３３
５７を含む。コントローラ３３５１、メモリ３３５２、及びネットワークインタフェース
３３５３は図３３を参考して記述されたコントローラ３３２１、メモリ３３２２、及びネ
ットワークインタフェース３３２３と同じである。
【０２５４】
　無線通信インタフェース３３５５は任意なセルラー通信方式(例えばＬＴＥ、ＬＴＥ－
Ａｄｖａｎｃｅｄ)をサポートし、ＲＲＨ３３６０とアンテナ３３４０とを介してＲＲＨ
３３６０に対応するセクタ内に位置する端末までの無線通信を提供する。無線通信インタ
フェース３３５５は、一般的に、例えばＢＢプロセッサ３３５６を含んでもよい。ＢＢプ
ロセッサ３３５６が接続インタフェース３３５７を介してＲＲＨ３３６０のＲＦ回路３３
６４と接続される他、ＢＢプロセッサ３３５６は図１３を参考して記述されたＢＢプロセ
ッサ１３２６と同じである。図３３に示すように、無線通信インタフェース３３５５は複
数のＢＢプロセッサ３３５６を含んでもよい。例えば、複数のＢＢプロセッサ３３５６は
ｅＮＢ３３３０が使用する複数の周波数帯域と共用されてもよい。図３３は無線通信イン
タフェース３３５５が複数のＢＢプロセッサ３３５６を含む例を示したが、無線通信イン
タフェース３３５５は一つのＢＢプロセッサ３３５６を含んでもよい。
【０２５５】
　接続インタフェース３３５７は基地局デバイス３３５０(無線通信インタフェース３３
５５)をＲＲＨ３３６０に接続するためのインタフェースである。接続インタフェース３
３５７は基地局デバイス３３５０(無線通信インタフェース３３５５)をＲＲＨ３３６０と
接続する上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
【０２５６】
　ＲＲＨ３３６０は接続インタフェース３３６１と無線通信インタフェース３３６３とを
含む。
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【０２５７】
　接続インタフェース３３６１はＲＲＨ３３６０(無線通信インタフェース３３６３)を基
地局デバイス３３５０に接続するためのインタフェースである。接続インタフェース３３
６１は上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
【０２５８】
　無線通信インタフェース３３６３は、アンテナ３３４０を介して無線信号を送受信する
。無線通信インタフェース３３６３は、一般的に、例えばＲＦ回路３３６４を含んでもよ
い。ＲＦ回路３３６４は、例えばミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アン
テナ３３４０を介して無線信号を送受信する。図３３に示すように、無線通信インタフェ
ース３３６３は複数のＲＦ回路３３６４を含んでもよい。例えば、複数のＲＦ回路３３６
４は複数のアンテナ素子をサポートしてもよい。図３３は無線通信インタフェース３３６
３が複数のＲＦ回路３３６４を含む例を示したが、無線通信インタフェース３３６３は一
つのＲＦ回路３３６４を含んでもよい。
【０２５９】
[端末装置についての応用例]
【０２６０】
(第１の応用例)
【０２６１】
　図３４は本開示の技術を応用できるスマートフォン３４００の概略的な構成の一例を示
すブロック図である。スマートフォン３４００は、プロセッサ３４０１、メモリ３４０２
、記憶装置３４０３、外部接続インタフェース３４０４、撮像装置３４０６、センサ３４
０７、マイクロフォン３４０８、入力装置３４０９、表示装置３４１０、スピーカ３４１
１、無線通信インタフェース３４１２、一つ又は複数のアンテナスイッチ３４１５、一つ
又は複数のアンテナ３４１６、バス３４１７、バッテリー３４１８、及び補助コントロー
ラ３４１９を含む。
【０２６２】
　プロセッサ３４０１は例えばＣＰＵ又はＳｏＣ（Ｓｙｓｔｅｍ　ｏｎ　Ｃｈｉｐ）であ
ってもよく、スマートフォン３４００のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機
能を制御する。メモリ３４０２はＲＡＭとＲＯＭを含み、データと、プロセッサ３４０１
により実行されるプログラムを記憶する。記憶装置３４０３は記憶媒体、例えば半導体メ
モリ又はハードディスクを含んでもよい。外部接続インタフェース３４０４は、外部装置
(例えばメモリーカード又はＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）デバ
イス)をスマートフォン３４００に接続するためのインタフェースである。
【０２６３】
　撮像装置３４０６が画像センサ(例えばＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅ
ｖｉｃｅ）、ＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍ
ｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）)を含み、キャプチャ画像を生成する。センサ３４０７は例えば
、測定センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサなどのセンサ群を含んで
もよい。マイクロフォン３４０８はスマートフォン３４００に入力される音声を音声信号
に変換する。入力装置３４０９は例えば表示装置３４１０のスクリーン上のタッチを検出
するように配置されるタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチを含
み、ユーザーから入力される操作又は情報を受信する。表示装置３４１０はスクリーン(
例えば液晶ディスプレイ(ＬＣＤ)、有機発光ダイオード(ＯＬＥＤ)ディスプレイ)を含み
、スマートフォン３４００の出力画像を表示する。スピーカ３４１１はスマートフォン３
４００から出力される音声信号を音声に変換する。
【０２６４】
　無線通信インタフェース３４１２は任意なセルラー通信方式(例えばＬＴＥ、ＬＴＥ－
Ａｄｖａｎｃｅｄ)をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース３４１
２は、一般的に、例えばＢＢプロセッサ３４１３とＲＦ回路３４１４とを含んでもよい。
ＢＢプロセッサ３４１３は例えば符号化/復号化、変調/復調及び多重化/逆多重化を実行
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してもよく、無線通信のための様々なタイプの信号処理を実行する。一方、ＲＦ回路３４
１４は例えばミキサ、フィルタ及びアンプを含んでもよく、アンテナ３４１６を介して無
線信号を送受信する。無線通信インタフェース３４１２はＢＢプロセッサ３４１３とＲＦ
回路３４１４を集積したワンチップのモジュールであってもよい。図３４に示すように、
無線通信インタフェース３４１２は複数のＢＢプロセッサ３４１３と複数のＲＦ回路３４
１４を含んでもよい。図３４は無線通信インタフェース３４１２が複数のＢＢプロセッサ
３４１３と複数のＲＦ回路３４１４を含む例を示したが、無線通信インタフェース３４１
２は一つのＢＢプロセッサ３４１３又は一つのＲＦ回路３４１４を含んでもよい。
【０２６５】
　また、セルラー通信方式を除き、無線通信インタフェース３４１２は他の種類の無線通
信方式、例えば近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａ
ｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）方案をサポートしてもよい。この場合、無線通信インタフェー
ス３４１２は無線通信方式ごとのＢＢプロセッサ３４１３とＲＦ回路３４１４を含んでも
よい。
【０２６６】
　アンテナスイッチ３４１５の各々は、無線通信インタフェース３４１２に含まれる複数
の回路（例えば、異なる無線通信方式のための回路）の間でアンテナ３４１６の接続先を
ハンドオーバーする。
【０２６７】
　アンテナ３４１６の各々は一つの又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテナ
に含まれる複数のアンテナ素子）を含み、無線通信インタフェース３４１２による無線信
号の送受信のために用いられる。図３４に示すように、スマートフォン３４００は複数の
アンテナ３４１６を含んでもよい。図３４はスマートフォン３４００が複数のアンテナ３
４１６を含む例を示したが、スマートフォン３４００は一つのアンテナ３４１６を含んで
もよい。
【０２６８】
　また、スマートフォン３４００は無線通信方式ごとのアンテナ３４１６を含んでもよい
。この場合、アンテナスイッチ３４１５はスマートフォン３４００の構成から省略されて
もよい。
【０２６９】
　バス３４１７は、プロセッサ３４０１、メモリ３４０２、記憶装置３４０３、外部接続
インタフェース３４０４、撮像装置３４０６、センサ３４０７、マイクロフォン３４０８
、入力装置３４０９、表示装置３４１０、スピーカ３４１１、無線通信インタフェース３
４１２及び補助コントローラ３４１９を互いに接続する。バッテリー３４１８は図におい
て部分的に破線で示したフィーダー線を介して図３４に示すスマートフォン３４００の各
ブロックに電力を供給する。補助コントローラ３４１９は例えば、スリープモードにおい
て、スマートフォン３４１９の必要最低限の機能を動作させる。
【０２７０】
　図３４に示すスマートフォン３４００において、図２を使用して記述された処理回路２
１０、図２６を使用して記述された処理回路２５１０、及び図２８を使用して記述された
処理回路２７１０は、プロセッサ３４０１又は補助コントローラ３４１９により実現され
てもよい。機能の少なくとも一部はプロセッサ３４０１又は補助コントローラ３４１９に
より実現されてもよい。例えば、例えば、プロセッサ３４０１又は補助コントローラ３４
１９は、メモリ３４０２又は記憶装置３４０３に記憶されているコマンドを実行すること
で、グループベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成する機能を実行してもよい。
【０２７１】
(第２の応用例)
【０２７２】
　図３５は本開示の技術を応用できるカーナビゲーションデバイス３５２０の概略的な構
成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーションデバイス３５２０は、プロセッサ
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３５２１、メモリ３５２２、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ）モジュール３５２４、センサ３５２５、データインタフェース３５２６、コンテン
ツプレーヤ３５２７、記憶媒体インタフェース３５２８、入力装置３５２９、表示装置３
５３０、スピーカ３５３１、無線通信インタフェース３５３３、一つ又は複数のアンテナ
スイッチ３５３６、一つ又は複数のアンテナ３５３７及びバッテリー３５３８を含む。
【０２７３】
　プロセッサ３５２１は例えばＣＰＵ又はＳｏＣであってもよく、カーナビゲーションデ
バイス３５２０ののナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ３５２２は
ＲＡＭとＲＯＭを含み、データと、プロセッサ３５２１により実行されるプログラムを記
憶する。
【０２７４】
　ＧＰＳモジュール３５２４はＧＰＳ衛星から受信されるＧＰＳ信号を用いて、カーナビ
ゲーション装置３５２０の位置（例えば、緯度、経度及び高度）を測定する。センサ３５
２５は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサのセンサ群を含んでもよ
い。データインタフェース３５２６は、図示しない端末を介して例えば、車載ネットワー
ク３５４１に接続され、車両で生成されるデータ(例えば車速データ)を取得する。
【０２７５】
　コンテンツプレーヤ３５２７は記憶媒体インタフェース３５２８に挿入される記憶媒体
（例えば、ＣＤ又はＤＶＤ）に記憶されているコンテンツを再生する。入力装置３５２９
は例えば表示装置３５３０のスクリーン上のタッチを検出するように配置されるタッチセ
ンサ、ボタン又はスイッチを含み、ユーザから入力される操作又は情報を受信する。表示
装置３５３０は例えばＬＣＤ又はＯＬＥＤディスプレイのスクリーンを含み、ナビゲーシ
ョン機能の画像又は再生されるコンテンツを表示する。スピーカ３５３１は、ナビゲーシ
ョン機能の音声又は再生されるコンテンツを出力する。
【０２７６】
　無線通信インタフェース３５３３は任意なセルラー通信方式(例えばＬＴＥ、ＬＴＥ－
Ａｄｖａｎｃｅｄ)をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース３５３
３は、一般的に、例えばＢＢプロセッサ３５３４とＲＦ回路３５３５とを含んでもよい。
ＢＢプロセッサ３５３４は例えば符号化/復号化、変調/復調及び多重化/逆多重化を実行
してもよく、無線通信のための様々なタイプの信号処理を実行する。一方、ＲＦ回路３５
３５は例えばミキサ、フィルタ及びアンプを含んでもよく、アンテナ３５３７を介して無
線信号を送受信する。無線通信インタフェース３５３３はＢＢプロセッサ３５３４とＲＦ
回路３５３５を集積したワンチップのモジュールであってもよい。図３５に示すように、
無線通信インタフェース３５３３は複数のＢＢプロセッサ３５３４と複数のＲＦ回路３５
３５を含んでもよい。図３５は無線通信インタフェース３５３３が複数のＢＢプロセッサ
３５３４と複数のＲＦ回路３５３５を含む例を示したが、無線通信インタフェース３５３
３は一つのＢＢプロセッサ３５３４又は一つのＲＦ回路３５３５を含んでもよい。
【０２７７】
　また、セルラー通信方式を除き、無線通信インタフェース３５３３は他の種類の無線通
信方式、例えば、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線ＬＡＮ方式をサポート
してもよい。この場合、無線通信方式ごとに、無線通信インタフェース３５３３はＢＢプ
ロセッサ３５３４とＲＦ回路３５３５を含んでもよい。
【０２７８】
　アンテナスイッチ３５３６の各々は、無線通信インタフェース３５３３に含まれる複数
の回路（例えば、異なる無線通信方式のための回路）の間でアンテナ３５３７の接続先を
ハンドオーバーする。
【０２７９】
　アンテナ３５３７中の各々は、一つの又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアン
テナに含まれる複数のアンテナ素子）を含み、無線通信インタフェース３５３３による無
線信号の送受信のために用いられる。図３５に示すように、カーナビゲーションデバイス
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３５２０は複数のアンテナ３５３７を含んでもよい。図３５はカーナビゲーションデバイ
ス３５２０が複数のアンテナ３５３７を含む例を示したが、カーナビゲーションデバイス
３５２０は一つのアンテナ３５３７を含んでもよい。
【０２８０】
　また、カーナビゲーションデバイス３５２０は無線通信方式ごとにアンテナ３５３７を
含んでもよい。この場合、アンテナスイッチ３５３６はカーナビゲーションデバイス３５
２０の構成から省略されてもよい。
【０２８１】
　バッテリー３５３８は、図において破線で部分的に示したフィーダー線を介して、図３
５に示したカーナビゲーション装置３５２０の各ブロックに電力を供給する。また、バッ
テリー３５３８は、車両側から給電される電力を蓄積する。
【０２８２】
　図３５に示すカーナビゲーション装置３５０において、図２を使用して記述された処理
回路２１０、図２６を使用して記述された処理回路２５１０、及び図２８を使用して記述
された処理回路２７１０は、プロセッサ３５２１により実現されてもよく。機能の少なく
とも一部はプロセッサ３５２１により実現されてもよい。例えば、例えば、プロセッサ３
５３２１は、メモリ３５２２に記憶されているコマンドを実行することで、グループベー
スのリレーハンドオーバーコマンドを生成する機能を実行してもよい。
【０２８３】
　本開示の技術は、カーナビゲーション装置３５２０と、車載ネットワーク３５４１と、
車両モジュール３５４２との一つ又は複数のブロックを含む車載システム（又は車両）３
５４０として実現されてもよい。車両モジュール３５４２は車両データ（例えば車速、エ
ンジン回転数、故障情報）を生成し、生成したデータを車載ネットワーク３５４１に出力
する。
【０２８４】
　本開示のシステムと方法において、各部品又は各ステップは分割及び/又は再組み合わ
せることが可能である。これらの分割及び/又は再組み合わせは本開示の均等方案と見な
すべきである。そして、上記一連の処理を実行するステップは、自然に説明の順で時間順
に従って実行されてもよいが、必ずしも時間順に従って実行される必要がない。あるステ
ップは並行又は独立に実行されることが可能である。
【０２８５】
　また、本開示は以下のような配置を有することができる。
(１)処理回路を含む電子機器であって、当該処理回路は、トリガイベントに基づいて、一
つ又は複数のハンドオーバーグループのそれぞれの装置メンバーリストと、ターゲットリ
レー装置の情報とを含むグループベースのリレーハンドオーバーコマンドを生成するよう
に配置されている。
　（２）前記電子機器は、無線通信システムにおけるソースリレー装置とし、且つ、
前記電子機器は、各ハンドオーバーグループの装置メンバーリストにおけるリモート装置
に前記グループベースのリレーハンドオーバーコマンドを送信するように配置されている
送受信回路さらに含む（１）に記載の電子機器。
　（３）前記処理回路は、さらに、各ハンドオーバーグループのグループヘッダ装置を確
定るように配置されており、且つ前記送受信回路は、さらに、各ハンドオーバーグループ
の装置メンバーリストにおけるリモート装置に前記グループヘッダ装置の情報を送信する
ように配置されている（２）に記載の電子機器。
　（４）前記送受信回路は、さらに、前記電子機器によってサービスされる一つ又は複数
のリモート装置から、前記リモート装置がハンドオーバーしたい所望のリレー装置の情報
を受信するように配置されており、且つ、前記処理回路は、さらに、各リモート装置の所
望のリレー装置の情報に基づいて各ハンドオーバーグループのターゲットリレー装置を確
定するように配置されている（２）に記載の電子機器。
　（５）前記処理回路は、さらに、各リモート装置の所望のリレー装置の情報に基づいて
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、前記一つ又は複数のリモート装置を前記一つ又は複数のハンドオーバーグループにグル
ープ化するように配置されている（４）に記載の電子機器。
　（６）前記送受信回路は、さらに、前記一つ又は複数のリモート装置のそれぞれに所望
のリレー装置要求情報を送信するように配置されている（４）に記載の電子機器。
（７）前記所望のリレー装置要求情報には、前記リモート装置が所望のリレー装置を測定
する時間-周波数リソース情報を認識するための測定配置情報を含む（６）に記載の電子
機器。
（８）前記処理回路は、さらに、前記リモート装置のバッテリ電力情報に応じて前記測定
配置情報を確定するように配置されている（７）に記載の電子機器。
（９）前記処理回路は、さらに、リレー再選択測定を行うことで各ハンドオーバーグルー
プのターゲットリレー装置を確定するように配置されている（２）に記載の電子機器。
（１０）前記送受信回路は、さらに、前記電子機器が位置しているハンドオーバーグルー
プのターゲットリレー装置に、前記電子機器が位置しているハンドオーバーグループの装
置メンバーリストにおける装置の情報を含む接続確立要求情報を送信するように配置され
ている（２）に記載の電子機器。
（１１）前記送受信回路は、さらに、前記グループベースのリレーハンドオーバーコマン
ドと前記接続確立要求情報とを合併してブロードキャスト送信するように配置されている
（１０）に記載の電子機器。
（１２）前記送受信回路は、さらに、前記電子機器が位置しているハンドオーバーグルー
プのターゲットリレー装置からの、前記電子機器の前記ターゲットリレー装置へのアクセ
スを許可することを示す接続確立応答情報を受信するように配置されている（２）に記載
の電子機器。
　（１３）前記処理回路は、さらに、タイマーを起動し、且つ前記タイマーが満了する前
に前記電子機器が位置しているハンドオーバーグループのターゲットリレー装置からの接
続確立応答情報を受信しなかった場合にリレー再選択操作を実行するように配置されてい
る（２）に記載の電子機器。
（１４）前記トリガーイベントは、前記電子機器とそれによってサービスされる一つ又は
複数のリモート装置との間のリンク品質が第１の閾値よりも小さいこと、前記電子機器と
ネットワーク側装置との間のリンク品質が第２の閾値よりも小さいこと、及び前記電子機
器がそれによってサービスされる一つ又は複数のリモート装置がリレーハンドオーバーを
実行する必要があることを示す、又は電子機器にリレーサービスを提供する必要があるこ
とを示す上位層シグナリングを受信したことのうち一つ又は複数を含む（２）に記載の電
子機器。
　（１５）前記電子機器は無線通信システムにおけるターゲットリレー装置とし、且つ、
前記電子機器は、各ハンドオーバーグループの装置メンバーリストにおけるリモート装置
にサービスするソースリレー装置に、前記グループベースのリレーハンドオーバーコマン
ドを送信するように配置されている送受信回路をさらに含む（１）に記載の電子機器。
　（１６）前記処理回路は、さらに、各ハンドオーバーグループのグループヘッダ装置を
確定し、且つ各ハンドオーバーグループの装置メンバーリストにおけるリモート装置にサ
ービスするソースリレー装置に、前記グループヘッダ装置の情報を送信するように配置さ
れている（１５）に記載の電子機器。
（１７）前記送受信回路は、さらに、各ハンドオーバーグループのグループヘッダ装置か
ら、前記ハンドオーバーグループの装置メンバーリストにおける装置の情報を含む接続確
立要求情報を受信し、前記電子機器へのアクセスを許可する装置の情報を含む接続確立応
答情報を送信するように配置されている（１６）に記載の電子機器。
　（１８）前記トリガーイベントは、前記電子機器が、一つ又は複数のリモート装置を前
記電子機器にハンドオーバーする必要があることを示す上位層シグナリングを受信したこ
とを含む（１５）に記載の電子機器。
（１９）電子機器であって、
前記電子機器が位置しているハンドオーバーグループの装置メンバーリストと、ターゲッ
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ように配置されている送受信回路を含む。
　（２０）前記送受信回路は、さらに、前記電子機器が位置しているハンドオーバーグル
ープのグループヘッダ装置の情報を受信するように配置されている（１９）に記載の電子
機器。
（２１）前記電子機器は無線通信システムにおけるリモート装置とし、前記送受信回路は
、さらに、前記リモート装置にサービスするソースリレー装置に、グループベースのリレ
ーハンドオーバー要求情報を送信するように配置されている（１９）に記載の電子機器。
（２２）前記グループベースのリレーハンドオーバー要求情報は、前記電子機器がハンド
オーバーしたいリレー装置の情報を含む（２１）に記載の電子機器。
　（２３）前記送受信回路は、さらに、前記電子機器が位置しているハンドオーバーグル
ープのターゲットリレー装置に、前記電子機器が位置しているハンドオーバーグループの
装置メンバーリストにおける装置の情報を含む接続確立要求情報を送信するように配置さ
れている（１９）に記載の電子機器。
　（２４）前記送受信回路は、さらに、前記電子機器が位置しているハンドオーバーグル
ープのターゲットリレー装置からの、前記電子機器の前記ターゲットリレー装置へのアク
セスを許可することを示す接続確立応答情報を受信するように配置されている（１９）に
記載の電子機器。
　（２５）前記電子機器は、タイマーを起動し、且つ前記タイマーが満了する前に前記電
子機器が位置しているハンドオーバーグループのターゲットリレー装置からの接続確立応
答情報を受信しなかった場合にリレー再選択操作を実行するように配置されている処理回
路をさらに含む（１９）に記載の電子機器。
　（２６）電子機器であって、ソースリレー装置又はリモート装置から、前記ソースリレ
ー装置又はリモート装置が位置しているハンドオーバーグループのメンバー装置リストに
おける装置の情報を含む接続確立要求情報を受信するように配置されている送受信回路を
含んでおり、前記メンバー装置リストにおける装置は前記電子機器にハンドオーバーされ
ることを所望する。
　（２７）前記送受信回路は、さらに、前記電子機器へのアクセスを許可する装置の情報
を含む接続確立応答情報をブロードキャスト送信するように配置されている（２６）に記
載の電子機器。
【０２８６】
　以上で図面を結合して本開示の実施例について詳細に記述したが、以上で記述された実
施形態は、本開示を説明するためのものであり、限定するものではない。当業者にとって
、上記実施形態について、本発明の本質と範囲から逸脱せず各種の修正、変更を行える。
従って、本発明の範囲は付随する特許請求の範囲及びその均等意味のみにより限定される
。
 



(47) JP 2020-518140 A 2020.6.18

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(48) JP 2020-518140 A 2020.6.18

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】



(49) JP 2020-518140 A 2020.6.18

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】



(50) JP 2020-518140 A 2020.6.18

【図２７】

【図２８】

【図２９】

【図３０】

【図３１】

【図３２】 【図３３】



(51) JP 2020-518140 A 2020.6.18

【図３４】 【図３５】



(52) JP 2020-518140 A 2020.6.18

10

20

30

40

【国際調査報告】



(53) JP 2020-518140 A 2020.6.18

10

20

30

40



(54) JP 2020-518140 A 2020.6.18

10

20

30

40



(55) JP 2020-518140 A 2020.6.18

10

20

30

40



(56) JP 2020-518140 A 2020.6.18

10

20

30

40



(57) JP 2020-518140 A 2020.6.18

10

20

30

40



(58) JP 2020-518140 A 2020.6.18

10

20

フロントページの続き

(81)指定国・地域　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,G
T,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JO,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX
,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,
TN,TR,TT

（特許庁注：以下のものは登録商標）
１．ブルートゥース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(72)発明者  郭　欣
            中華人民共和国　１０００２８　北京市朝陽区太陽宮中路１２号冠城大厦７０１
(72)発明者  ヂャン　イー
            中華人民共和国　１００８７６　北京市海淀区西土城路１０号９２号信箱
(72)発明者  シャオ　ユンチウ
            中華人民共和国　１００８７６　北京市海淀区西土城路１０号９２号信箱
Ｆターム(参考) 5K067 AA21  DD11  DD43  EE02  EE06  EE10  EE25  JJ39 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

